
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 女性活躍及びワーク・ライフ・

バランスに関する企業調査 
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Ⅰ 調査概要 

 

１．調査の目的 

 

岡山市内の企業における女性活躍の現状や仕事と家庭の両立支援の取組状況を把握し、本市の

女性が輝くまちづくり事業関連施策の基礎資料とする 

 

２．調査の項目 

 

・女性の雇用について 

・女性活躍推進について 

・ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

・育児休業の取得について 

・女性特有の健康課題について 

・男女の賃金格差について 

 

３．実施状況 

 

調査対象  市内に事業所を有する従業員 10 名以上の企業 

標本数 2,000 社  

調査方法  郵送配付 郵送回収及びＷＥＢ回収 記名方式  

調査時期  令和 7年 10 月 1 日～10 月 24 日（延長～10月 30 日） 

 

４．回収結果 

 

返信数  554 社 

有効回収数  
553 社 

うち（郵送 163 社、ＷＥＢ回答 390 社） 

有効回収率  27.7％ 
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５．報告書の見方 

 

（１） 本文及び図表中に示した調査結果の数値は百分比 （％）で示してある。これらの数値は小数点以

下第２位を四捨五入しているため、全項目の回答比率の合計が 100.0％とならない場合がある。 

（２） 複数の回答を求めた質問では、回答比率の合計が 100.0％を超えることがある。 

（３） 報告書中の図表では、コンピューター入力の都合上、回答選択肢の表現を短縮している場合があ

る。 

（４） 文字数が多い選択肢については、意味を損なわない程度に選択肢を省略しているものがある。 

（５） 図表中の 「ｎ」は number of cases の略で、回答者総数または分類別の回答者数を示す。各比率

はｎを 100％として算出している。 

（６） 分析においては、無回答を除いている。 

（７）業種別の集計において、多業種の場合はそれぞれにカウントしている。 

（８） 報告書中の 「平成 26 年度調査」は、平成 26年７月に実施した 「岡山市女性が輝くまちづくり調

査」（平成 26 年度調査）を、「平成 30 年度調査」は、平成 30 年６月に実施した「岡山市女性活

躍及びワーク・ライフ・バランスに関する調査」（平成 30 年度調査）を、「前回調査」は、令和

３年６月に実施した「岡山市女性活躍及びワーク・ライフ・バランスに関する調査」（令和３年

度調査）を指す。「今回調査」は本調査（令和７年度調査）を指す。 
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20人未満

45.1
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2.8
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(n=164)

非製造業

(n=391)

Ⅱ 回答企業の属性 

 

問１ 貴社についておうかがいします。 

（１）主要業種  

  

 

 

 

（注）その他の内訳 

サービス業（他に分類されないもの）：56 社 

学術研究、専門・技術サービス業：20 社 

情報通信業：18 社 

不動産業、物品賃貸業：12社 

電気・ガス・熱供給・水道業：7社 

金融業、保険業：6 社 

生活関連サービス業、娯楽業：6社 

教育、学習支援業：4 社 

鉱業、採石業、砂利採取業：1社 

その他：19 社           合計 149 社 

 

（２）法人設立年 （３）経営者の性別 

  

 

（４）従業員規模（全体） 従業員規模（業種別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書中、「製造業・非製造業」という場合、

この分類の「製造業」と「建設業」を合わせ

て 「製造業」といい、それ以外を 「非製造業」

という。 

卸売業、小売業

17.6％

建設業

16.3％

医療、福祉

15.2％
製造業

13.4％宿泊業、飲食サービス業

6.2％

運輸業、郵便業

5.1％

その他

27.0％

(n=552)

10年以下

（2015年以降に設立）

12.8％

10年超30年以下

（1995年～2014年の間に

設立）

31.0％
30年超50年以下

（1975年～1994年の間に設立）

25.3％

50年超

（1974年以前に設立）

31.0％

（n=553)

女性

10.9％

男性

89.1％

（n=552)

20人未満

44.0％

20～30人未満

15.0％

30～50人未満

14.5％

50～100人

未満

12.1％

100～300人未満

8.3％

300～500人未満

3.4％

500人以上

2.5％

（n=552)
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（５）役員・従業員の女性割合 

 

（注１）管理職は企業の組織系列の各部署において配下の係員等を指揮・監督する役職のほか、 

専任職、スタッフ管理職等と呼ばれている役職を含む 

（注２）従業員は直接雇用関係のある労働者を指す 

（注３）正社員は管理職である正社員を除く 

（注４）非正社員はパート・アルバイトとして働いている人を指す 

 

【管理職等の女性割合の推移】 

 

 

  

課長相当職以
上の女性割合

係長相当職の
女性割合

正社員の
女性割合

非正社員の
女性割合

製造業（n=164） 23.5% 46.7% 10.3% 6.2% 16.6% 25.0% 67.8%

非製造業（n=391） 23.8% 38.7% 26.5% 22.2% 30.6% 40.7% 59.1%

30人未満（n=326） 27.9% 46.8% 29.2% 25.9% 34.5% 40.3% 70.9%

30人以上50人未満
（n=80）

22.9% 37.3% 21.3% 14.0% 32.2% 31.7% 63.4%

50人以上100人未満
（n=67）

23.0% 40.3% 24.2% 19.9% 31.6% 34.3% 66.3%

100人以上（n=79） 12.3% 43.4% 18.7% 13.2% 24.3% 34.8% 66.5%

製造業・100人未満
(n=139)

26.5% 27.1% 12.0% 8.9% 17.5% 23.8% 62.4%

製造業・100人以上
(n=25)

14.4% 25.8% 9.7% 5.1% 16.3% 25.5% 57.4%

非製造業・100人未満
(n=337)

26.0% 48.0% 32.2% 27.0% 40.2% 41.5% 68.6%

非製造業・100人以上
(n=54)

10.8% 50.0% 24.0% 19.5% 27.7% 40.3% 67.6%

23.7% 43.0% 20.6% 15.6% 26.3% 35.2% 66.8%

業
種
別
・

従
業
員
規
模
別

業
種
別

従
業
員
規
模
別

全　体

管理職の
女性割合

従業員の女性割合
（管理職を除く）

役員の
女性割合

従業員の
女性割合

内訳

23.7

18.4
16.4

15.6

10.9

7.7

0%

10%

20%

30%

令和７年度調査令和３年度調査平成30年度調査

役員の女性割合 課長相当職以上の女性割合
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44.5 

39.8

45.5

43.5

34.3 

37.2

39.5

36.5

34.4 

37.1

40.6

34.0

35.4 

37.9

30.2

23.3

15.5 

18.7

14.5

0

27.8 

22.6

33.2

28.2

31.4 

28.5

35.5

32.8

40.6 

38.5

36.4

45.1

58.4 

56.4

61.9

69.9

79.8 

77.4

82.1

27.8 

37.6

21.3

28.4

34.3 

34.3

24.9

30.7

25.0 

24.4

23.0

20.9

6.2 

5.7

7.9

6.7

4.7 

3.9

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=551)

令和３年度調査(n=508)

平成30年度調査(n=352)

平成26年度調査(n=543)

令和７年度調査(n=551)

令和３年度調査(n=508)

平成30年度調査(n=349)

平成26年度調査(n=540)

令和７年度調査(n=552)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=357)

平成26年度調査(n=550)

令和７年度調査(n=551)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=354)

平成26年度調査(n=549)

令和７年度調査(n=549)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=351)

平成26年度調査(n=543) ※平成 26 年度調査にはない項目 

（６）過去５年間の増減傾向 

①
売
上
高 

 

②
経
常
利
益 

 

③
従
業
員
数 

 

④
女
性
従
業
員
割
合 

 

⑤
女
性
管
理
職
割
合 
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【図表 女性従業員割合の増減傾向（業種別）】 

 

 

【図表 女性従業員割合の増減傾向（従業員規模別）】 

 

 

【図表 女性管理職割合の増減傾向（業種別）】 

 

 

【図表 女性管理職割合の増減傾向（従業員規模別）】 
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増加傾向

25.8

31.5

46.7
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増減なし

67.9

59.8

48.0

31.3

減少傾向

6.0

8.7

5.3

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満(n=325)

30人以上50人未満(n=80)

50人以上100人未満(n=67)

100人以上(n=79)

増加傾向

11.6

17.0

増減なし

82.9

78.6

減少傾向

5.5

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業(n=164)

非製造業(n=388)

増加傾向

7.1

30.4

19.4

31.6

増減なし

88.9

65.8

77.6

58.2

減少傾向

4.0

3.8

3.0

10.1
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30人未満(n=324)

30人以上50人未満(n=79)
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60.0

36.8

29.4

22.1

32.4

17.6

17.9

30.8

52.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

増加傾向(n=195)

増減なし(n=321)

減少傾向(n=34)

49.7

26.2

23.5

23.6

37.7

14.7

26.7

36.1

61.8
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増加傾向(n=195)

増減なし(n=321)

減少傾向(n=34)

64.1

18.0

20.6

21.5

55.0

11.8

14.4

27.0

67.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

増加傾向(n=195)

増減なし(n=321)

減少傾向(n=34)

【図表 売上高、経常利益、従業員数の増減傾向（女性従業員割合の増減傾向別）】 

女
性
従
業
員
割
合
の
増
減
傾
向 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答企業を、女性従業員割合の 「増加傾向」グループ、「増減なし」グループ、「減少傾向」グループ

に分けて上から順に並べ （垂直方向）、それぞれのグループの中で、売上高、経常利益、従業員数のそれ

ぞれについて、「増加傾向」、「増減なし」、「減少傾向」と答えた企業の割合を表したもの（水平方向）。 

女性従業員割合が増加傾向にあると回答した企業が、売上高、経常利益、従業員数のいずれについて

も「増加傾向」と回答する割合が高くなっている。 

 

 

 

  

① 売 上 高 

②経常利益 

③従業員数 

増加傾向 増減なし 減少傾向
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【図表 売上高、経常利益、従業員数の増減傾向（女性管理職割合の増減傾向別）】 
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回答企業を、女性管理職割合の 「増加傾向」グループ、「増減なし」グループ、「減少傾向」グループ

に分けて上から順に並べ （垂直方向）、それぞれのグループの中で、売上高、経常利益、従業員数のそれ

ぞれについて、「増加傾向」、「増減なし」、「減少傾向」と答えた企業の割合を表したもの（水平方向）。 

女性管理職割合が増加傾向にあると回答した企業が、売上高、経常利益、従業員数のいずれについて

も「増加傾向」と回答する割合が高くなっている。 

 

増加傾向 増減なし 減少傾向

① 売 上 高 

②経常利益 

③従業員数 
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Ⅲ 女性の雇用について 

 

問５ 今後 （おおむね５年後を目安に）貴社では女性従業員の数を、現在と比べてどのようにしたいと

お考えですか。 

 

 

女性従業員数の今後の意向については、「増やしたい」が 47.9％と最も高く、次いで「わからない」

が 32.9％、「増やしていく考えはない」が 18.6％、「減らしたい」が 0.5％となっている。 

経年比較では、「増やしたい」が令和３年度 41.3％から令和７年度 47.9％と 6.6 ポイント上昇してい

る。 

 

  

増やしたい

47.9 

41.3

41.4

増やしていく

考えはない

18.6

20.4

17.5

減らしたい

0.5

0.6

0.0

わからない

32.9

37.7

41.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=547)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=314)
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【図表 女性従業員の増減意向（業種別）】 

 

 

業種別にみると、「増やしたい」との回答は非製造業 （49.2％）が製造業 （45.1％）を 4.1 ポイント上

回っている。一方、「増やしていく考えはない」との回答は製造業 （23.2％）が非製造業 （16.8％）を 6.4

ポイント上回っている。 

 

【図表 女性従業員の増減意向（業種別・経年比較）】 

製
造
業 

 

非
製
造
業 

 

 

 

経年比較すると、「増やしたい」との回答は、製造業、非製造業ともに増加しており、特に製造業は令

和３年度調査から 10.7 ポイント上回っている。 
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【図表 女性従業員の増減意向（従業員規模別）】 

 

従業員規模別にみると、「増やしたい」との回答は、100 人以上の企業が７割近くで最も高いが、50人

以上 100 人未満の企業、30 人以上 50 人未満の企業、30 人未満の企業はいずれも 40％台となっている。 

 

【図表 女性従業員の増減意向（従業員規模別・経年比較）】 
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経年比較すると、いずれの従業員規模でも 「増やしたい」との回答が前回調査を上回っている。特に 

100 人以上の企業では 69.6％に達し、前回調査（61.6％）を 8.0 ポイント上回っている。 
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令和３年度調査(n=169)

72.0

50.0

4.0

13.6

4.0

0.0

20.0

36.4

令和７年度調査(n=25)

令和３年度調査(n=22)

46.1

40.1

18.1

20.6

0.6

0.4

35.2

38.9

令和７年度調査(n=332)

令和３年度調査(n=252)

68.5

65.6

9.3

7.8

0.0

1.6

22.2

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=54)

令和３年度調査(n=64)

【図表 女性従業員の増減意向（業種・従業員規模別）】 

 

業種 ・従業員規模別にみると、「増やしたい」との回答は、製造業 ・100 人以上の企業 （72.0％）およ

び非製造業 ・100人以上の企業 （68.5％）で高くなっている。一方、100人未満の企業では、製造業 （40.3％）、

非製造業（46.1％）となっている。 

 

【図表 女性従業員の増減意向（業種・従業員規模別・経年比較）】 

製
造
業
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100
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以
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経年比較すると、 「増やしたい」との回答は、製造業 ・100 人以上の企業 （72.0％）において前回調査

（50.0％）を 22.0 ポイントと大幅に上回っている。  

増やしたい

40.3

72.0

46.1

68.5

増やしていく

考えはない

26.6

4.0

18.1

9.3

減らしたい

0.0

4.0

0.6

0.0

わからない

33.1

20.0

35.2

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業・100人未満(n=139)

製造業・100人以上(n=25)

非製造業・100人未満(n=332)

非製造業・100人以上(n=54)

増やしたい 増やしていく考えはない 減らしたい わからない
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問５で「２ 増やしていく考えはない」または「３ 減らしたい」を選んだ方におうかがいします。 

増やさない理由はなんですか。（○は３つまで） 

  

【その他 主な内容】 

・現在の人員で十分、現状維持 ・すでに女性が多い ・性別で判断しない採用方針 

・業務内容、職種上の理由 ・経営、会社事情 

 

女性従業員を 「増やしていく考えはない」または 「減らしたい」理由については、「就ける職種が限ら

れている」が 50.0％と突出して高いが前回調査の 63.6％から 13.6 ポイント低下している。 

経年比較すると、「家事や子育ての負担を考慮する必要がある」は 5.8 ポイント、「女性が働きやすい

職場環境を整備する負担が重い」は 3.6 ポイント減少しているが、「女性自身が昇進や活躍を望んでい

ない」は 1.3 ポイントの減少にとどまっている。  

50.0 

15.7 

11.8 

7.8 

7.8 

6.9 

3.9 

2.9 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

0.0 

39.2 

63.6 

21.5 

13.1 

8.4 

7.5 

5.6 

7.5 

1.9 

4.7 

2.8 

0.9 

1.9 

0.0 

1.9 

29.0 

76.4 

14.5 

9.1 

14.5 

12.7 

10.9 

5.5 

3.6 

5.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.6 

25.5 

0% 20% 40% 60% 80%

就ける職種が限られている

家事や子育ての負担を考慮する必要がある

女性自身が昇進や活躍を望んでいない

残業・出張・転勤をさせにくい

女性従業員が休業した場合に

代替要員の確保が難しい

業務に必要な経験・知識が不足している

女性が働きやすい職場環境を

整備する負担が重い

男性従業員の理解が十分でない

結婚や出産で退職する女性が多い

役員層の理解が十分でない

判断力・折衝力・企画力・

マネジメント力などが不足している

管理職の理解が十分でない

配偶者・パートナーや家族の理解が十分でない

取引先の理解が十分でない

その他

令和７年度調査(n=102)

令和３年度調査(n=107)

平成30年度調査(n=55)
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48.3

38.4

27.9

19.7

17.5

13.7

10.0

7.9

14.9

3.5

50.3

47.0

29.3

18.5

12.2

20.6

13.2

8.3

12.2

5.7

49.9

52.2

33.8

16.6

13.7

18.1

7.3

9.9

9.9

4.7

44.2

58.8

22.3

14.7

14.8

17.4

7.4

9.6

12.2

3.0

0% 20% 40% 60% 80%

優秀な人材を確保できる

職場の雰囲気が良くなる

企業イメージが向上する

生産性が向上する

従業員の勤労意欲が高まる

新たな商品、サービスの開発につながる

従業員の定着率が高まる

新たな販路開拓につながる

特にない

その他

令和７年度調査(n=542)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=343)

平成26年度調査(n=539)

1

問６ 貴社で、女性を雇用することで期待する成果はどのようなことですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性を雇用することで期待する成果については、「優秀な人材を確保できる」が 48.3％と最も高く、

次いで 「職場の雰囲気が良くなる」（38.4％）、「企業イメージが向上する」（27.9％）などの順となって

いる。 

経年比較すると、 「職場の雰囲気が良くなる」は前回調査 （47.0％）から 8.6 ポイント低下している。

一方、「従業員の勤労意欲が高まる」は前回調査（13.2％）から 5.3 ポイント上昇している。 
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Ⅳ 女性活躍推進について 

 

問７ 貴社では、女性を管理職に登用することについて、どのようにお考えでしょうか。 

 

 

 

女性を管理職に登用することの重視度について、『重視している』（「重視している」と 「やや重視して

いる」の合計）は 54.9％、 『重視していない』 （「あまり重視していない」と 「重視していない」の合計）

は 45.2％となっている。 

経年比較すると、『重視している』は前回調査 （54.8％）と変わりがなく、平成 30年度 （48.6％）と

比べると 6.3 ポイント上昇している。 

 

 

【図表 女性管理職登用の重視度（業種別）】 

 

 

 

業種別にみると、女性管理職登用について 『重視している』との回答は、非製造業が 57.6％、製造業

が 48.2％となっており、非製造業が製造業を 9.4 ポイント上回っている。 

  

重視している

21.1

17.3

16.7

やや重視

している

33.8

37.5

31.9

あまり重視

していない

34.5

36.1

37.9

重視していない

10.7

9.0

13.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=551)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=354)

重視している

15.9

23.7

やや重視

している

32.3

33.9

あまり重視

していない

40.2

32.1

重視していない

11.6

10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業(n=164)

非製造業(n=389)

『重視している』 『重視していない』 

『重視している』 『重視していない』 
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【図表 女性管理職登用の重視度（従業員規模別）】 

 

 

従業員規模別にみると、女性管理職登用について『重視している』との回答は、30 人未満の企業が

50.3％、30 人以上 50 人未満の企業が 47.6％、50 人以上 100 人未満の企業が 58.3％、100 人以上の企業

が 77.2％となっており、従業員規模が大きくなるにつれて女性管理職登用を重視する割合が高くなって

いる。 

 

【図表 女性管理職登用の重視度（業種・従業員規模別）】 

 

 

業種 ・従業員規模別にみると、女性管理職登用について 『重視している』との回答は、非製造業 ・100

人以上の企業が 81.5％と高く、次いで製造業 ・100 人以上の企業が 68.0％となっている。一方、100 人

未満の企業では、非製造業が 53.7％、製造業が 44.6％となっている。 

  

重視している

16.7

23.8

29.9

29.1

やや重視

している

33.6

23.8

28.4

48.1

あまり重視

していない

37.0

40.0

35.8

17.7

重視していない

12.7

12.5

6.0

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満(n=324)

30人以上50人未満(n=80)

50人以上100人未満(n=67)

100人以上(n=79)

重視している

12.9

32.0

23.0

27.8

やや重視

している

31.7

36.0

30.7

53.7

あまり重視

していない

43.2

24.0

34.9

14.8

重視していない

12.2

8.0

11.3

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業・100人未満(n=139)

製造業・100人以上(n=25)

非製造業・100人未満(n=335)

非製造業・100人以上(n=54)

『重視している』 『重視していない』 

『重視している』 『重視していない』 
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問８ 貴社で、女性管理職登用で期待する成果はどのようなことですか。（○は２つまで） 

 

女性管理職登用で期待する成果については、「女性社員のモチベーションが向上する」が 33.5％と最

も高く、次いで 「意思決定層が多様化する」（29.0％）、「優秀な人材が採用できる」（20.7％）などの順

となっている。 

経年比較すると、「女性社員のモチベーションが向上する」が 10.3 ポイント、「男性社員に良い刺激に

なる」が 7.3 ポイント前回調査から低下している。  

33.5

29.0

20.7

17.6

17.2

7.8

4.5

20.3

3.3

43.8

33.2

21.0

17.1

15.5

15.1

4.1

14.3

2.8

41.0

30.2

23.4

20.9

16.4

16.7

3.7

15.3

2.8

0% 20% 40% 60%

女性社員のモチベーションが向上する

意思決定層が多様化する

優秀な人材が採用できる

企業イメージが良くなる

職場の雰囲気が良くなる

男性社員に良い刺激になる

売上や利益が向上する

特にない

その他

令和７年度調査(n=552)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=354)
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【図表 女性管理職登用で期待する成果（業種・従業員規模別）】 

  

  

業種 ・従業員規模別にみると、女性管理職登用で期待する成果として 「女性社員のモチベーションが

向上する」「意思決定層が多様化する」との回答は、製造業 ・100 人以上の企業と、非製造業 ・100 人以

上の企業で４割程度と他の区分より高くなっている。 

また、「優秀な人材が採用できる」との回答は、非製造業 ・100 人以上の企業 （33.3％）で他の区分よ

り高くなっている。 

さらに、「企業イメージが良くなる」との回答は、製造業 ・100 人以上の企業 （32.0％）で、他の区分

より高くなっている。 

  

27.3

26.6

16.5

22.3

16.5

7.9

2.9

25.9

1.4

0% 20% 40% 60%

女性社員のモチベーションが向上する

意思決定層が多様化する

優秀な人材が採用できる

企業イメージが良くなる

職場の雰囲気が良くなる

男性社員に良い刺激になる

売上や利益が向上する

特にない

その他

製造業・100人未満(n=139)

40.0

36.0

16.0

32.0

12.0

16.0

0.0

8.0

4.0

0% 20% 40% 60%

女性社員のモチベーションが向上する

意思決定層が多様化する

優秀な人材が採用できる

企業イメージが良くなる

職場の雰囲気が良くなる

男性社員に良い刺激になる

売上や利益が向上する

特にない

その他

製造業・100人以上(n=25)

33.9

28.0

20.8

13.7

18.5

6.8

5.7

21.1

3.6

0% 20% 40% 60%

女性社員のモチベーションが向上する

意思決定層が多様化する

優秀な人材が採用できる

企業イメージが良くなる

職場の雰囲気が良くなる

男性社員に良い刺激になる

売上や利益が向上する

特にない

その他

非製造業・100人未満(n=336)

42.6

38.9

33.3

22.2

14.8

9.3

3.7

5.6

5.6

0% 20% 40% 60%

女性社員のモチベーションが向上する

意思決定層が多様化する

優秀な人材が採用できる

企業イメージが良くなる

職場の雰囲気が良くなる

男性社員に良い刺激になる

売上や利益が向上する

特にない

その他

非製造業・100人以上(n=54)
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【図表 女性管理職登用で期待する成果（女性管理職増減傾向別）】 

  

  

女性管理職の増減傾向別にみると、増加傾向にある企業では 「女性社員のモチベーションが向上する」

（43.5％）、「意思決定層が多様化する」（42.4％）が高く、「優秀な人材が採用できる」も 24.7％となっ

ている。 

増減なしの企業では 「女性社員のモチベーションが向上する」（31.7％）、「意思決定層が多様化する」

（26.9％）に加え、 「優秀な人材が採用できる」（19.4％）、 「職場の雰囲気が良くなる」（19.2％）となっ

ている。 

減少傾向にある企業では 「女性社員のモチベーションが向上する」（30.8％）、「優秀な人材が採用でき

る」（30.8％）が同率で高くなっている。 

  

43.5

42.4

24.7

22.4

7.1

11.8

4.7

9.4

4.7

0% 20% 40% 60%

女性社員のモチベーションが向上する

意思決定層が多様化する

優秀な人材が採用できる

企業イメージが良くなる

職場の雰囲気が良くなる

男性社員に良い刺激になる

売上や利益が向上する

特にない

その他

増加傾向(n=85)

30.8

23.1

30.8

19.2

15.4

11.5

11.5

15.4

0.0

0% 20% 40% 60%

女性社員のモチベーションが向上する

意思決定層が多様化する

優秀な人材が採用できる

企業イメージが良くなる

職場の雰囲気が良くなる

男性社員に良い刺激になる

売上や利益が向上する

特にない

その他

減少傾向(n=26)

31.7

26.9

19.4

16.2

19.2

6.8

4.1

22.6

3.2

0% 20% 40% 60%

女性社員のモチベーションが向上する

意思決定層が多様化する

優秀な人材が採用できる

企業イメージが良くなる

職場の雰囲気が良くなる

男性社員に良い刺激になる

売上や利益が向上する

特にない

その他

増減なし(n=438)
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問９ 貴社で、女性管理職登用にあたり妨げとなっている要因について、あてはまるものをお選びくだ

さい。（○は３つまで） 

 

女性管理職登用の妨げとなっている要因については、「管理職になることを希望する女性従業員が少

ない」が 47.3％と最も高く、次いで 「必要な知識や経験等を有する適任者が育成されていない」（34.7％）

の順となっている。 

経年比較すると、「管理職になることを希望する女性従業員が少ない」は 2.8 ポイント、「女性が就け

るポストが限られている」は 6.4 ポイント、 「勤務年数が短く、管理職になるまでに退職する」は 5.7 ポ

イント、「必要な知識や経験等を有する適任者が育成されていない」は 4.6 ポイント前回調査から低下

している。 

一方で、「両立支援制度 （育児 ・介護休業や短時間勤務制度など）利用者の代替要員の確保ができない」

は 1.4 ポイント前回調査から増加している。 

  

47.3 

34.7 

19.4 

15.5 

15.5 

14.6 

10.8 

4.0 

0.5 

15.5 

50.1

39.3

20.2

21.2

18.3

21.0

9.4

6.3

2.4

12.8

56.0

37.2

19.4

19.1

24.3

29.6

7.9

4.7

2.1

10.3

0% 20% 40% 60% 80%

管理職になることを希望する

女性従業員が少ない

必要な知識や経験等を有する

適任者が育成されていない

労働時間が長く、家庭との両立が難しい

勤務年数が短く、管理職になるまでに退職する

残業・出張・転勤等への柔軟な対応ができない

女性が就けるポストが限られている

両立支援制度（育児・介護休業や短時間勤務制度など）

利用者の代替要員の確保ができない

社内の理解が不十分である

顧客や取引先の理解が不十分である

その他

令和７年度調査(n=547)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=341)
20.3

16.7
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【図表 女性管理職登用の妨げとなっている要因（業種・従業員規模別）】 

 

 

 

  

業種 ・従業員規模別にみると、「管理職になることを希望する女性従業員が少ない」「必要な知識や経

験等を有する適任者が育成されていない」との回答は、いずれの区分でも上位を占めている。 

「女性が就けるポストが限られている」は製造業 ・100 人未満の企業では 25.4％と高いが、ほかの区

分の企業では 10％前後と低い。 

 

  

47.8

31.2

15.9

18.1

13.8

25.4

9.4

5.1

0.7

9.4

0% 20% 40% 60% 80%

管理職になることを希望する

女性従業員が少ない

必要な知識や経験等を有する

適任者が育成されていない

労働時間が長く、家庭との両立が難しい

勤務年数が短く、

管理職になるまでに退職する

残業・出張・転勤等への

柔軟な対応ができない

女性が就けるポストが限られている

両立支援制度（育児・介護休業や短時間勤務制度

など）利用者の代替要員の確保ができない

社内の理解が不十分である

顧客や取引先の理解が不十分である

その他

製造業・100人未満(n=138)

52.0

52.0

20.0

8.0

8.0

8.0

8.0

12.0

0.0

20.0

0% 20% 40% 60% 80%

管理職になることを希望する

女性従業員が少ない

必要な知識や経験等を有する

適任者が育成されていない

労働時間が長く、家庭との両立が難しい

勤務年数が短く、

管理職になるまでに退職する

残業・出張・転勤等への

柔軟な対応ができない

女性が就けるポストが限られている

両立支援制度（育児・介護休業や短時間勤務制度

など）利用者の代替要員の確保ができない

社内の理解が不十分である

顧客や取引先の理解が不十分である

その他

製造業・100人以上(n=25)

44.3

33.1

20.2

14.5

17.2

11.1

12.0

3.3

0.6

17.8

0% 20% 40% 60% 80%

管理職になることを希望する

女性従業員が少ない

必要な知識や経験等を有する

適任者が育成されていない

労働時間が長く、家庭との両立が難しい

勤務年数が短く、

管理職になるまでに退職する

残業・出張・転勤等への

柔軟な対応ができない

女性が就けるポストが限られている

両立支援制度（育児・介護休業や短時間勤務制度

など）利用者の代替要員の確保ができない

社内の理解が不十分である

顧客や取引先の理解が不十分である

その他

非製造業・100人未満(n=332)

61.1

46.3

25.9

18.5

13.0

11.1

7.4

1.9

0.0

14.8

0% 20% 40% 60% 80%

管理職になることを希望する

女性従業員が少ない

必要な知識や経験等を有する

適任者が育成されていない

労働時間が長く、家庭との両立が難しい

勤務年数が短く、

管理職になるまでに退職する

残業・出張・転勤等への

柔軟な対応ができない

女性が就けるポストが限られている

両立支援制度（育児・介護休業や短時間勤務制度

など）利用者の代替要員の確保ができない

社内の理解が不十分である

顧客や取引先の理解が不十分である

その他

非製造業・100人以上(n=54)
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【図表 女性管理職登用の妨げとなっている要因（女性管理職増減傾向別）】 

  

  

女性管理職の増減傾向別にみると、すべての傾向で 「管理職になることを希望する女性従業員が少な

い」 「必要な知識や経験等を有する適任者が育成されていない」「労働時間が長く、家庭との両立が難し

い」が上位３位となっている。 

増加傾向にある企業では、「女性が就けるポストが限られている」が１割を切っていて、他の傾向の企

業と比較して低い。 

また、増加傾向にある企業では、「社内の理解が不十分」は 0％だが、増減なし企業では 4.6％、減少

傾向にある企業では 7.7％となっている。 

  

48.2

31.3

24.1

18.1

19.3

8.4

9.6

0.0

0.0

15.7

0% 20% 40% 60% 80%

管理職になることを希望する

女性従業員が少ない

必要な知識や経験等を有する

適任者が育成されていない

労働時間が長く、家庭との両立が難しい

勤務年数が短く、

管理職になるまでに退職する

残業・出張・転勤等への

柔軟な対応ができない

女性が就けるポストが限られている

両立支援制度（育児・介護休業や短時間勤務制度など）

利用者の代替要員の確保ができない

社内の理解が不十分である

顧客や取引先の理解が不十分である

その他

増加傾向(n=83)

47.4

34.9

18.4

14.7

14.5

15.4

10.8

4.6

0.5

15.6

0% 20% 40% 60% 80%

管理職になることを希望する

女性従業員が少ない

必要な知識や経験等を有する

適任者が育成されていない

労働時間が長く、家庭との両立が難しい

勤務年数が短く、

管理職になるまでに退職する

残業・出張・転勤等への

柔軟な対応ができない

女性が就けるポストが限られている

両立支援制度（育児・介護休業や短時間勤務制度

など）…

社内の理解が不十分である

顧客や取引先の理解が不十分である

その他

増減なし(n=435)

46.2

42.3

23.1

23.1

23.1

19.2

15.4

7.7

3.8

11.5

0% 20% 40% 60% 80%

管理職になることを希望する

女性従業員が少ない

必要な知識や経験等を有する

適任者が育成されていない

労働時間が長く、家庭との両立が難しい

勤務年数が短く、

管理職になるまでに退職する

残業・出張・転勤等への

柔軟な対応ができない

女性が就けるポストが限られている

両立支援制度（育児・介護休業や短時間勤務制度

など）…

社内の理解が不十分である

顧客や取引先の理解が不十分である

その他

減少傾向(n=26)
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問１０ 貴社における女性管理職の登用やキャリア形成など女性活躍推進に向けた取組について、あて

はまるものをお選びください。 

 

 

女性活躍推進に向けた取組については、「今後取り組みたい」が 30.9％と最も高く、次いで「取り組

む予定はない」（22.4％）、「現在取り組んでいる」（18.8％）の順となっている。 

経年比較すると、「今後取り組みたい」は令和３年度 （35.4％）から 4.5 ポイント低下し、平成 30年

度 （7.7％）からは 23.2 ポイント上昇している。一方、「現在取り組んでいる」は令和３年度 （15.7％）

から 3.1 ポイント上昇し、平成 30年度（32.8％）から 14.0 ポイント低下している。 

 

【図表 女性活躍推進に向けた取組（業種別）】 

 

業種別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は非製造業（21.7％）が製造業（11.6％）を 10.1

ポイント上回っている。また、「今後取り組みたい」との回答も非製造業 （31.7％）が製造業 （28.7％）

を 3.0 ポイント上回っている。 

一方、「取り組む予定はない」との回答は製造業 （32.9％）が非製造業 （18.2％）を 14.7 ポイント上

回っている。 

 

  

現在取り組んで

いる

18.8

15.7

32.8

今後取り組み

たい

30.9

35.4

7.7

取り組む予定は

ない

22.4

19.1

23.7

わからない

27.8

29.9

35.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=553)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=338)

現在取り組んで

いる

11.6

21.7

今後取り組み

たい

28.7

31.7

取り組む予定は

ない

32.9

18.2

わからない

26.8

28.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業(n=164)

非製造業(n=391)
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【図表 女性活躍推進に向けた取組（従業員規模別）】 

 

従業員規模別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は 100 人以上の企業 （40.5％）が最も高く、

30 人未満の企業 （15.0％）、30 人以上 50 人未満の企業 （17.5％）、50 人以上 100 人未満の企業 （13.4％）

と比べて高くなっている。また、「今後取り組みたい」との回答は 50人以上 100 人未満の企業 （41.8％）

が最も高く、次いで 100 人以上の企業（34.2％）となっている。 

一方、「取り組む予定はない」との回答は 30 人未満の企業（27.3％）が最も高く、次いで 30 人以上

50 人未満の企業 （23.8％）、50 人以上 100 人未満の企業 （11.9％）、100 人以上の企業 （10.1％）の順と

なっている。 

 

  

現在取り組んで

いる

15.0

17.5

13.4

40.5

今後取り組み

たい

29.4

23.8

41.8

34.2

取り組む予定は

ない

27.3

23.8

11.9

10.1

わからない

28.2

35.0

32.8

15.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満(n=326)

30人以上50人未満(n=80)

50人以上100人未満(n=67)

100人以上(n=79)
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15.0

10.7

20.5

17.5

14.7

30.2

13.4

15.9

32.2

40.5

29.1

62.3

29.4

35.2

8.9

23.8

30.5

9.5

41.8

34.1

5.1

34.2

43.0

4.3

27.3

28.7

32.2

23.8

14.7

23.8

11.9

9.8

18.6

10.1

5.8

10.1

28.2

25.4

38.4

35.0

40.0

36.5

32.8

40.2

44.1

15.2

22.1

23.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=326)

令和３年度調査(n=244)

平成30年度調査(n=146)

令和７年度調査(n=80)

令和３年度調査(n=95)

平成30年度調査(n=63)

令和７年度調査(n=67)

令和３年度調査(n=82)

平成30年度調査(n=59)

令和７年度調査(n=79)

令和３年度調査(n=86)

平成30年度調査(n=69)

【図表 女性活躍推進に向けた取組（従業員規模別・経年比較）】 

①30 人未満  

②30 人以上

50 人未満 

 

③50 人以上

100 人未満 

 

④100 人以上  

 

 

 

経年比較すると、100 人以上の企業では 「現在取り組んでいる」との回答が前回調査 （29.1％）を 11.4

ポイント上回っている。また、30 人未満の企業においても 「現在取り組んでいる」は前回調査 （10.7％）

を 4.3 ポイント上回っている。 

過去の調査も含め、従業員数が多いほど女性活躍推進に向けた取り組みを行っている。 

  



 

205 

【図表 女性活躍推進に向けた取組（業種・従業員規模別）】 

 

業種 ・従業員規模別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は、非製造業 ・100 人以上の企業 （44.4％）

が最も高く、次いで製造業 ・100 人以上の企業 （32.0％）、非製造業 ・100 人未満の企業 （18.1％）、製造

業 ・100 人未満の企業 （7.9％）の順となっている。また、「今後取り組みたい」との回答は、非製造業 ・

100 人以上 （37.0％）が最も高く、次いで非製造業 ・100 人未満 （30.9％）、製造業 ・100 人未満 （28.8％）、

製造業・100 人以上（28.0％）となっている。 

一方、「取り組む予定はない」との回答は、製造業 ・100 人未満の企業 （37.4％）が最も高く、次いで

非製造業 ・100 人未満の企業 （19.3％）、非製造業 ・100 人以上の企業 （11.1％）、製造業 ・100 人以上の

企業（8.0％）となっている。 

  

現在取り組んで

いる

7.9

32.0

18.1

44.4

今後取り組み

たい

28.8

28.0

30.9

37.0

取り組む予定は

ない

37.4

8.0

19.3

11.1

わからない

25.9

32.0

31.8

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業・100人未満(n=139)

製造業・100人以上(n=25)

非製造業・100人未満(n=337)

非製造業・100人以上(n=54)
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7.9

11.8

28.2

32.0

13.6

54.2

18.0

13.1

22.1

43.1

34.4

67.4

28.8

29.0

6.0

28.0

50.0

0.0

30.6

37.3

8.6

37.9

40.6

7.0

37.4

27.8

33.3

8.0

9.1

8.3

19.5

17.9

23.6

10.3

4.7

9.3

25.9

31.4

32.5

32.0

27.3

37.5

31.8

31.7

45.7

8.6

20.3

16.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=139)

令和３年度調査(n=169)

平成30年度調査(n=117)

令和７年度調査(n=25)

令和３年度調査(n=22)

平成30年度調査(n=24)

令和７年度調査(n=333)

令和３年度調査(n=252)

平成30年度調査(n=140)

令和７年度調査(n=58)

令和３年度調査(n=64)

平成30年度調査(n=43)

【図表 女性活躍推進に向けた取組（業種・従業員規模別・経年比較）】 

①製造業・ 

100 人未満 

 

②製造業・ 

100 人以上 

 

③非製造業・ 

100 人未満 

 

④非製造業・ 

100 人以上 

 

 

 

 

経年比較すると、製造業 ・100 人以上の企業と非製造業 ・100 人以上の企業で 「現在取り組んでいる」

は前回調査 （13.6％、34.4％）からそれぞれ 18.4 ポイント、8.7 ポイント上回っている。一方、製造業 ・

100 人未満の企業では「現在取り組んでいる」は前回調査（11.8％）から 3.9 ポイント下回っており、

「取り組む予定はない」は前回調査（27.8％）から 9.6 ポイント上回っている。 

 

 

  



 

207 

問１１ 問１０で、「１ 現在取り組んでいる」を選んだ方にお尋ねします。貴社の取組の成果につい

て、あてはまるものをお選びください。 

 

 

 

女性活躍推進に向けた取組の成果については、 『成果が出ている』 （「成果が出ている」と 「成果がやや

出ている」の合計）が 81.5％、『成果が出ていない』（「成果があまり出ていない」と「成果が出ていな

い」の合計）が 18.4％となっている。 

経年比較すると、 『成果が出ている』は令和３年度 （85.0％）から 3.5 ポイント低下している一方、平

成 30年度（74.0％）からは 7.5 ポイント上昇している。 

 

  

成果が出ている

33.0 

25.0

22.0

成果がやや

出ている

48.5 

60.0

52.0

成果があまり

出ていない

15.5 

11.3

26.0

成果が出ていない

2.9 

3.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=103)

令和３年度調査(n=80)

平成30年度調査(n=50)

『成果が出ている』 『成果が出ていない』 
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問１２ 問１０で、「１ 現在取り組んでいる」を選んだ方にお尋ねします。取り組んでいる項目につい

て、それぞれあてはまるものをお選びください。（〇はいくつでも） 

※問１０で 「１ 取り組んでいる」と回答した企業で 「現在取り組んでいる項目」について集計 

 

 

女性活躍推進のために現在取り組んでいる項目については、「人事評価基準の明確化」が 56.1％と最

も高く、次いで 「女性の継続就業に関する支援」（49.0％）、「昇進 ・昇格基準の明確化」（48.0％）、「幅

広い仕事を積極的に経験させる」（44.9％）などの順となっている。 

  

56.1 

49.0 

48.0 

44.9 

41.8 

39.8 

37.8 

35.7 

29.6 

27.6 

27.6 

26.5 

21.4 

18.4 

17.3 

13.3 

7.1 

5.1 

4.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人事評価基準の明確化

女性の継続就業に関する支援

昇進・昇格基準の明確化

幅広い仕事を積極的に経験させる

ワーク・ライフ・バランスを促進する取組

女性社員に対する教育・ 研修への参加の奨励

女性管理職の積極的な登用

経営トップの意思表示

公正な人事評価を行うための評価者研修

女性活躍の推進に関する計画の策定

モデル（模範）となる女性従業員の育成

女性の管理職候補者を対象とした研修

女性の管理職候補者の個別育成

女性がいない、少ない職場への女性の積極的な配置

個人のキャリアアッププランの作成

自己申告制度の活用

社内公募制度の活用

女性活躍推進に関する男性管理職及び男性社員への研修

その他
(n=98)
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【表 女性活躍推進のために現在取り組んでいること（経年比較）】 

 

経年比較すると、令和７年度が令和３年度を上回るのは 「女性の管理職候補者を対象とした研修」と

「女性管理職の積極的な登用」の２項目となっている。 

「女性活躍の推進に関する計画の策定」は令和４年４月の改正女性活躍推進法への対応のため令和３

年度では高いポイントとなっていたが、令和７年度は対象となる事業所は対応を終えているため大幅に

ポイントが下がったものと思われる。 

項目
令和７年度
(n=98)

令和３年度
(n=80)

平成30年度
(n=111)

(1) 女性活躍の推進に関する計画の策定 件数 27 39 項目なし
割合 27.6 48.8

(2) 昇進・昇格基準の明確化 件数 47 46 59
割合 48.0 57.5 53.2

(3) 人事評価基準の明確化 件数 55 50 65
割合 56.1 62.5 58.6

(4) 公正な人事評価を行うための評価者研修 件数 29 29 31
割合 29.6 36.3 27.9

(5) 幅広い仕事を積極的に経験させる 件数 44 39 52
割合 44.9 48.8 46.9

(6) 女性がいない、少ない職場への女性の積極的な配置 件数 18 23 19
割合 18.4 28.8 17.1

(7) 女性の継続就業に関する支援 件数 48 49 55
割合 49.0 61.3 49.6

(8) 個人のキャリアアッププランの作成 件数 17 27 22
割合 17.3 33.8 19.8

(9) 女性社員に対する教育・ 研修への参加の奨励 件数 39 48 50
割合 39.8 60.0 45.1

(10) モデル（模範）となる女性従業員の育成 件数 27 28 31
割合 27.6 35.0 27.9

(11) 女性の管理職候補者の個別育成 件数 21 19 12
割合 21.4 23.8 10.8

(12) 女性の管理職候補者を対象とした研修 件数 26 16 17
割合 26.5 20.0 15.3

(13) 女性管理職の積極的な登用 件数 37 29 21
割合 37.8 36.3 18.9

(14) 自己申告制度の活用 件数 13 24 21
割合 13.3 30.0 18.9

(15) 社内公募制度の活用 件数 7 10 8
割合 7.1 12.5 7.2

(16) 女性活躍推進に関する男性管理職及び男性社員への研修 件数 5 9 7
割合 5.1 11.3 6.3

(17) ワーク・ライフ・バランスを促進する取組 件数 41 36 36
割合 41.8 45.0 32.4

(18) 経営トップの意思表示 件数 35 39 52
割合 35.7 48.8 46.9

(19) その他 件数 4 0 1
割合 4.1 0.0 0.9
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【図表 女性活躍推進のために現在取り組んでいること（業種・従業員規模別）】 

  

  

業種 ・従業員規模別にみると、「人事評価基準の明確化」との回答は、製造業 ・100 人以上の企業 （87.5％）、

非製造業・100 人以上の企業（62.5％）で高くなっている。 

また、「昇進・昇格基準の明確化」との回答は、製造業・100 人以上の企業で 100.0％となっている。 
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問１２ 問１０で、「２ 今後取り組みたい」を選んだ方にお尋ねします。取り組んでいきたいと考えて

いる項目について、それぞれあてはまるものをお選びください。（〇はいくつでも） 

※問１０で 「２ 今後取り組みたい」と回答した企業で 「今後取り組みたい項目」について集計 

 

 

女性活躍推進のために今後取り組みたい項目については、「幅広い仕事を積極的に経験させる」が

45.8％と最も高く、次いで 「人事評価基準の明確化」（39.3％）、「モデル （模範）となる女性従業員の育

成」（39.3％）、「昇進 ・昇格基準の明確化」（36.9％）、「女性の継続就業に関する支援」（36.3％）などの

順となっている。 
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自己申告制度の活用
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その他
(n=168)
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【表 女性活躍推進のために今後取り組みたいこと（経年比較）】 

 

経年比較すると、すべての項目において令和７年度調査は令和３年度調査のポイントを下回っている。 

  

項目
令和７年度
(n=168)

令和３年度
(n=180)

平成30年度
(n=25)

(1)女性活躍の推進に関する計画の策定 件数 40 124 項目なし
割合 23.8 68.9

(2)昇進・昇格基準の明確化 件数 62 97 18
割合 36.9 53.9 72.0

(3)人事評価基準の明確化 件数 66 84 19
割合 39.3 46.7 76.0

(4)公正な人事評価を行うための評価者研修 件数 49 99 15
割合 29.2 55.0 60.0

(5)幅広い仕事を積極的に経験させる 件数 77 104 18
割合 45.8 57.8 72.0

(6)女性がいない、少ない職場への女性の積極的な配置 件数 41 90 13
割合 24.4 50.0 52.0

(7)女性の継続就業に関する支援 件数 61 91 20
割合 36.3 50.6 80.0

(8)個人のキャリアアッププランの作成 件数 56 114 14
割合 33.3 63.3 56.0

(9)女性社員に対する教育・研修への参加の奨励 件数 49 99 18
割合 29.2 55.0 72.0

(10)モデル（模範）となる女性従業員の育成 件数 66 112 17
割合 39.3 62.2 68.0

(11)女性の管理職候補者の個別育成 件数 47 120 15
割合 28.0 66.7 60.0

(12)女性の管理職候補者を対象とした研修 件数 43 118 14
割合 25.6 65.6 56.0

(13)女性管理職の積極的な登用 件数 49 113 14
割合 29.2 62.8 56.0

(14)自己申告制度の活用 件数 28 101 11
割合 16.7 56.1 44.0

(15)社内公募制度の活用 件数 33 113 11
割合 19.6 62.8 44.0

(16)女性活躍推進に関する男性管理職及び男性社員への研修 件数 33 111 11
割合 19.6 61.7 44.0

(17)ワーク・ライフ・バランスを促進する取り組み 件数 54 104 14
割合 32.1 57.8 56.0

(18)経営トップの意思表示 件数 26 88 13
割合 15.5 48.9 52.0

(19)その他 件数 2 21 3
割合 1.2 11.7 12.0
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【図表 女性活躍推進のために今後取り組みたいこと（業種・従業員規模別）】 
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業種 ・従業員規模別にみると、製造業 ・100 人未満及び非製造業 ・100 人未満の企業では 「幅広い仕事

を積極的に経験させる」（48.7％・44.7％）が最も高い。 

製造業 ・100人以上の企業では 「人事評価基準の明確化」「女性管理職の積極的な登用」（ともに66.7％）

が最も高い。 

非製造業・100 人以上の企業では「モデル（模範）となる女性従業員の育成」（55.0％）が最も高い。 
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問１３ 問１０で、「３ 取り組む予定はない」を選んだ方にお尋ねします。その理由は何ですか。 

（○は３つまで） 

 

女性活躍推進に取り組む予定がない理由については、「既に女性は十分活躍している」が 42.7％と最

も高く、次いで 「女性が少ない、またはいない」（25.8％）、「女性の意識が伴わない」（18.5％）、「必要

性がない」（16.9％）、「取り組む余裕がない」（15.3％）などの順となっている。 

経年比較すると、「既に女性は十分活躍している」は今回調査が前回調査を 20.0 ポイント上回ってい

る。一方、「女性が少ない、またはいない」は 18.5 ポイント、「取り組める職場環境、風土でない」は

19.5 ポイント今回調査が前回調査を下回っている。 
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問１４ 企業における女性管理職の登用やキャリア形成など女性活躍を推進するための行政の取組に

ついて、特に必要と考えられるものをお選びください。（○は４つまで） 

 

女性活躍推進に必要な行政の取組については、「保育 ・介護施設や保育 ・介護などに関するサービスの

充実」が 47.7％と最も高く、次いで「企業の女性活躍推進に向けた取組に対する助成金等の充実」

（32.2％）、「女性の再就職支援」（22.7％）、「男性の家事 ・育児 ・介護などへの参加を促進するための啓

発」（21.8％）などの順となっている。 

経年比較すると、「企業の女性活躍推進に向けた取組に対する助成金等の充実」は 7.9 ポイント、「保

育・介護施設や保育・介護などに関するサービスの充実」は 2.8 ポイント前回調査を下回っている。 

一方、「男性の家事 ・育児 ・介護などへの参加を促進するための啓発」は前回調査から 4.3 ポイント増

加している。  

47.7

32.2

22.7

21.8

19.7

19.0

15.8

13.8

13.6

10.2

8.9

8.8

8.6

5.0

4.1

1.5

1.1

5.6

50.5

40.1

22.6

17.5

27.7

20.8

21.2

19.4

17.1

12.4

10.2

12.4

9.6

7.9

7.5

2.8

3.3

4.1

56.4

31.0

20.5

16.7

22.8

24.3

19.6

17.8

13.2

12.9

11.7

9.6

15.8

6.7

8.8

1.2

2.3

2.9

0% 20% 40% 60%

保育・介護施設や保育・介護などに関する

サービスの充実

企業の女性活躍推進に向けた

取組に対する助成金等の充実

女性の再就職支援

男性の家事・育児・介護などへの

参加を促進するための啓発

女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発

幅広い職務経験や教育・研修などによる女性自身の

キャリアアップ、スキルアップへの支援

企業の女性活躍推進のインセンティブ

となるような優遇措置の充実

管理職登用などに向けて女性自身の意識の

改革のための講演会や研修の開催

ワーク・ライフ・バランスの理解を促進するための啓発

経営者や管理職を対象とした講演会や研修の開催

長時間労働の是正やセクハラなどハラスメント対策

などの企業への働きかけや指導の強化

働く人全般を対象とした講演会や研修の開催

働く女性同士の情報交換や

異業種交流などのネットワーク構築の支援

女性の活躍推進に取り組む企業を表彰・認証する制度

企業の先進的な取組事例を紹介する

冊子配付などの情報提供

一般事業主行動計画策定など

女性活躍推進への取組についての相談窓口の設置

コンサルタントなど専門家を

企業に派遣して行う個別アドバイス

その他

令和７年度調査(n=537)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=342)
20.3

16.7
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【図表 女性活躍推進に必要な行政の取組（業種・従業員規模別）】 

  

  

 

 

業種 ・従業員規模別にみると、「保育 ・介護施設や保育 ・介護などに関するサービスの充実」は非製造

業 ・100 人以上の企業 （52.8％）および製造業 ・100 人以上の企業 （56.5％）で 5 割超と高く、他の区分

でも 4割台となっている。 

また、「企業の女性活躍推進に向けた取組に対する助成金等の充実」は非製造業・100 人以上の企業

（39.6％）が最も高い。「女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発」は非製造業 ・100 人以

上の企業（30.2％）で高くなっている。  

45.2
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5.2

5.9

5.9
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1.5

0.7
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8.1

0% 20% 40% 60%

保育・介護施設や保育・介護などに関する

サービスの充実

企業の女性活躍推進に向けた

取組に対する助成金等の充実

女性の再就職支援

男性の家事・育児・介護などへの

参加を促進するための啓発

女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発

幅広い職務経験や教育・研修などによる女性自身の

キャリアアップ、スキルアップへの支援

企業の女性活躍推進のインセンティブ

となるような優遇措置の充実

管理職登用などに向けて女性自身の意識の

改革のための講演会や研修の開催

ワーク・ライフ・バランスの理解を促進するための啓発

経営者や管理職を対象とした講演会や研修の開催

長時間労働の是正やセクハラなどハラスメント対策

などの企業への働きかけや指導の強化

働く人全般を対象とした講演会や研修の開催

働く女性同士の情報交換や

異業種交流などのネットワーク構築の支援

女性の活躍推進に取り組む企業を表彰・認証する制度

企業の先進的な取組事例を紹介する

冊子配付などの情報提供

一般事業主行動計画策定など

女性活躍推進への取組についての相談窓口の設置

コンサルタントなど専門家を

企業に派遣して行う個別アドバイス

その他

製造業・100人未満(n=135)

56.5

26.1

4.3

21.7

26.1

13.0

21.7

26.1

17.4

8.7

8.7

26.1

17.4

4.3

4.3

0.0

0.0

4.3

0% 20% 40% 60%

保育・介護施設や保育・介護などに関する

サービスの充実

企業の女性活躍推進に向けた

取組に対する助成金等の充実

女性の再就職支援

男性の家事・育児・介護などへの

参加を促進するための啓発

女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発

幅広い職務経験や教育・研修などによる女性自身の

キャリアアップ、スキルアップへの支援

企業の女性活躍推進のインセンティブ

となるような優遇措置の充実

管理職登用などに向けて女性自身の意識の

改革のための講演会や研修の開催

ワーク・ライフ・バランスの理解を促進するための啓発

経営者や管理職を対象とした講演会や研修の開催

長時間労働の是正やセクハラなどハラスメント対策

などの企業への働きかけや指導の強化

働く人全般を対象とした講演会や研修の開催

働く女性同士の情報交換や

異業種交流などのネットワーク構築の支援

女性の活躍推進に取り組む企業を表彰・認証する制度

企業の先進的な取組事例を紹介する

冊子配付などの情報提供

一般事業主行動計画策定など

女性活躍推進への取組についての相談窓口の設置

コンサルタントなど専門家を

企業に派遣して行う個別アドバイス

その他

製造業・100人以上(n=23)

47.4

31.5

24.8

19.9

21.1

19.3

15.3

14.1

12.5

9.5

11.3

8.9

7.6

4.0

4.3

1.2

1.2

5.2

0% 20% 40% 60%

保育・介護施設や保育・介護などに関する

サービスの充実

企業の女性活躍推進に向けた

取組に対する助成金等の充実

女性の再就職支援

男性の家事・育児・介護などへの

参加を促進するための啓発

女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発

幅広い職務経験や教育・研修などによる女性自身の

キャリアアップ、スキルアップへの支援

企業の女性活躍推進のインセンティブ

となるような優遇措置の充実

管理職登用などに向けて女性自身の意識の

改革のための講演会や研修の開催

ワーク・ライフ・バランスの理解を促進するための啓発

経営者や管理職を対象とした講演会や研修の開催

長時間労働の是正やセクハラなどハラスメント対策

などの企業への働きかけや指導の強化

働く人全般を対象とした講演会や研修の開催

働く女性同士の情報交換や

異業種交流などのネットワーク構築の支援

女性の活躍推進に取り組む企業を表彰・認証する制度

企業の先進的な取組事例を紹介する

冊子配付などの情報提供

一般事業主行動計画策定など

女性活躍推進への取組についての相談窓口の設置

コンサルタントなど専門家を

企業に派遣して行う個別アドバイス

その他

非製造業・100人未満(n=327)

52.8

39.6

17.0

28.3

30.2

13.2

32.1

24.5

9.4

11.3

3.8

7.5

17.0

7.5

9.4

3.8

1.9

1.9

0% 20% 40% 60%

保育・介護施設や保育・介護などに関する

サービスの充実

企業の女性活躍推進に向けた

取組に対する助成金等の充実

女性の再就職支援

男性の家事・育児・介護などへの

参加を促進するための啓発

女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発

幅広い職務経験や教育・研修などによる女性自身の

キャリアアップ、スキルアップへの支援

企業の女性活躍推進のインセンティブ

となるような優遇措置の充実

管理職登用などに向けて女性自身の意識の

改革のための講演会や研修の開催

ワーク・ライフ・バランスの理解を促進するための啓発

経営者や管理職を対象とした講演会や研修の開催

長時間労働の是正やセクハラなどハラスメント対策

などの企業への働きかけや指導の強化

働く人全般を対象とした講演会や研修の開催

働く女性同士の情報交換や

異業種交流などのネットワーク構築の支援

女性の活躍推進に取り組む企業を表彰・認証する制度

企業の先進的な取組事例を紹介する

冊子配付などの情報提供

一般事業主行動計画策定など

女性活躍推進への取組についての相談窓口の設置

コンサルタントなど専門家を

企業に派遣して行う個別アドバイス

その他

非製造業・100人以上(n=53)
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【図表 女性活躍推進に必要な行政の取組（女性活躍推進の取組状況別）】 

  

  

 

 

 

女性活躍推進の取組状況別にみると、いずれの取組状況でも 「保育 ・介護施設や保育 ・介護などに関

するサービスの充実」が最も高く４割を超えており、次に 「企業の女性活躍推進に向けた取組に対する

助成金等の充実」が「現在取り組んでいる」、「今後取り組みたい」企業で３割を超えている。 
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35.0
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10.7
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5.8
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0% 20% 40% 60%

保育・介護施設や保育・介護などに関する

サービスの充実

企業の女性活躍推進に向けた

取組に対する助成金等の充実

女性の再就職支援

男性の家事・育児・介護などへの

参加を促進するための啓発

女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発

幅広い職務経験や教育・研修などによる女性自身の

キャリアアップ、スキルアップへの支援

企業の女性活躍推進のインセンティブ

となるような優遇措置の充実

管理職登用などに向けて女性自身の意識の

改革のための講演会や研修の開催

ワーク・ライフ・バランスの理解を促進するための啓発

経営者や管理職を対象とした講演会や研修の開催

長時間労働の是正やセクハラなどハラスメント対策

などの企業への働きかけや指導の強化

働く人全般を対象とした講演会や研修の開催

働く女性同士の情報交換や

異業種交流などのネットワーク構築の支援

女性の活躍推進に取り組む企業を表彰・認証する制度

企業の先進的な取組事例を紹介する

冊子配付などの情報提供

一般事業主行動計画策定など

女性活躍推進への取組についての相談窓口の設置

コンサルタントなど専門家を

企業に派遣して行う個別アドバイス

その他

現在取り組んでいる (n=103)

49.4

39.9

24.4

22.0

24.4
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19.0

13.7

14.9

10.7

9.5

6.0

11.3

7.1

3.0

1.8
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0% 20% 40% 60%

保育・介護施設や保育・介護などに関する

サービスの充実

企業の女性活躍推進に向けた

取組に対する助成金等の充実

女性の再就職支援

男性の家事・育児・介護などへの

参加を促進するための啓発

女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発

幅広い職務経験や教育・研修などによる女性自身の

キャリアアップ、スキルアップへの支援

企業の女性活躍推進のインセンティブ

となるような優遇措置の充実

管理職登用などに向けて女性自身の意識の

改革のための講演会や研修の開催

ワーク・ライフ・バランスの理解を促進するための啓発

経営者や管理職を対象とした講演会や研修の開催

長時間労働の是正やセクハラなどハラスメント対策

などの企業への働きかけや指導の強化

働く人全般を対象とした講演会や研修の開催

働く女性同士の情報交換や

異業種交流などのネットワーク構築の支援

女性の活躍推進に取り組む企業を表彰・認証する制度

企業の先進的な取組事例を紹介する

冊子配付などの情報提供

一般事業主行動計画策定など

女性活躍推進への取組についての相談窓口の設置

コンサルタントなど専門家を

企業に派遣して行う個別アドバイス

その他

今後取り組みたい (n=168)

48.7

23.1

23.1

12.8

12.8

11.1

12.8

9.4

8.5

9.4

5.1

3.4

4.3

4.3

4.3

2.6

0.0

14.5

0% 20% 40% 60%

保育・介護施設や保育・介護などに関する

サービスの充実

企業の女性活躍推進に向けた

取組に対する助成金等の充実

女性の再就職支援

男性の家事・育児・介護などへの

参加を促進するための啓発

女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発

幅広い職務経験や教育・研修などによる女性自身の

キャリアアップ、スキルアップへの支援

企業の女性活躍推進のインセンティブ

となるような優遇措置の充実

管理職登用などに向けて女性自身の意識の

改革のための講演会や研修の開催

ワーク・ライフ・バランスの理解を促進するための啓発

経営者や管理職を対象とした講演会や研修の開催

長時間労働の是正やセクハラなどハラスメント対策

などの企業への働きかけや指導の強化

働く人全般を対象とした講演会や研修の開催

働く女性同士の情報交換や

異業種交流などのネットワーク構築の支援

女性の活躍推進に取り組む企業を表彰・認証する制度

企業の先進的な取組事例を紹介する

冊子配付などの情報提供

一般事業主行動計画策定など

女性活躍推進への取組についての相談窓口の設置

コンサルタントなど専門家を

企業に派遣して行う個別アドバイス

その他

取り組む予定はない (n=117)

44.3

28.9

24.8

24.2

14.1

14.8

11.4

10.1

19.5

10.7

10.1

12.1

6.0

2.7

4.0

0.7
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5.4

0% 20% 40% 60%

保育・介護施設や保育・介護などに関する

サービスの充実

企業の女性活躍推進に向けた

取組に対する助成金等の充実

女性の再就職支援

男性の家事・育児・介護などへの

参加を促進するための啓発

女性活躍のための社会全体の意識の醸成に向けた啓発

幅広い職務経験や教育・研修などによる女性自身の

キャリアアップ、スキルアップへの支援

企業の女性活躍推進のインセンティブ

となるような優遇措置の充実

管理職登用などに向けて女性自身の意識の

改革のための講演会や研修の開催

ワーク・ライフ・バランスの理解を促進するための啓発

経営者や管理職を対象とした講演会や研修の開催

長時間労働の是正やセクハラなどハラスメント対策

などの企業への働きかけや指導の強化

働く人全般を対象とした講演会や研修の開催

働く女性同士の情報交換や

異業種交流などのネットワーク構築の支援

女性の活躍推進に取り組む企業を表彰・認証する制度

企業の先進的な取組事例を紹介する

冊子配付などの情報提供

一般事業主行動計画策定など

女性活躍推進への取組についての相談窓口の設置

コンサルタントなど専門家を

企業に派遣して行う個別アドバイス

その他

わからない(n=149)
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問１５ 貴社におけるハラスメント対策について、お選びください。（○はいくつでも） 

 

実施しているハラスメント対策については、「苦情の申し出や相談ができる体制がある」との回答が

82.1％と最も高く、次いで 「ハラスメント防止研修を実施している」（26.0％）、「ポスター・リーフレッ

ト等啓発資料を配布、または掲示している」（23.0％）、「対応マニュアルがある」（22.8％）などの順と

なっている。 

前回調査と比較して、その他以外の項目すべてでポイントが増加している。 

 

【図表 実施しているハラスメント対策（業種・従業員規模別）】 

  

  

業種 ・従業員規模別にみると、「苦情の申し出や相談ができる体制がある」との回答は製造業 ・100 人

以上（92.0％）、非製造業・100 人以上（96.3％）で９割以上と高くなっている。また、「ハラスメント

防止研修を実施している」「ポスター・リーフレット等啓発資料を配布、または掲示している」との回答

は製造業・100 人以上（60.0％、56.0％）で高くなっている。 

 

82.1

26.0

23.0

22.8

12.1

9.0

74.7

18.3

20.4

21.8

10.8

16.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

苦情の申し出や相談ができる体制がある

ハラスメント防止研修を実施している

ポスター・リーフレット等啓発資料を配布、

または掲示している

対応マニュアルがある

アンケート等で社内の実態把握を行っている

その他

令和７年度調査(n=531)

令和３年度調査(n=509)
20.3

16.7

92.0

60.0

56.0

32.0

32.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

苦情の申し出や相談ができる体制がある

ハラスメント防止研修を実施している

ポスター・リーフレット等啓発資料を配布、

または掲示している

対応マニュアルがある

アンケート等で社内の実態把握を行っている

その他

製造業・100人以上(n=25)

96.3

51.9

40.7

27.8

25.9

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

苦情の申し出や相談ができる体制がある

ハラスメント防止研修を実施している

ポスター・リーフレット等啓発資料を配布、

または掲示している

対応マニュアルがある

アンケート等で社内の実態把握を行っている

その他

非製造業・100人以上(n=54)

78.0

16.7

24.2

16.7

6.1

9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

苦情の申し出や相談ができる体制がある

ハラスメント防止研修を実施している

ポスター・リーフレット等啓発資料を配布、

または掲示している

対応マニュアルがある

アンケート等で社内の実態把握を行っている

その他

製造業・100人未満(n=132)

80.4

22.7

17.1

23.6

10.6

10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

苦情の申し出や相談ができる体制がある

ハラスメント防止研修を実施している

ポスター・リーフレット等啓発資料を配布、

または掲示している

対応マニュアルがある

アンケート等で社内の実態把握を行っている

その他

非製造業・100人未満(n=322)
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Ⅴ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

 

問１６ 貴社における仕事と家庭 （出産 ・育児 ・介護）の両立支援の取組について、あてはまるものを

お選びください。 

 

仕事と家庭（出産・育児・介護）の両立支援の取組については、「現在取り組んでいる」との回答が

65.9％と最も高く、次いで 「今後取り組みたい」（16.7％）、「取り組む予定はない」（4.2％）の順となっ

ている。また、「わからない」との回答は 13.2％となっている。 

経年比較すると、「現在取り組んでいる」は令和３年度 （52.1％）から 13.8 ポイント高く、「今後取り

組みたい」は令和３年度（27.9％）から 11.2 ポイント低下している。 

 

【図表 仕事と家庭の両立支援の取組（業種別）】 

 

業種別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は非製造業 （66.7％）が製造業 （63.8％）を 2.9ポ

イント上回っている。 

  

現在取り組んで

いる

65.9

52.1

45.5

今後取り組み

たい

16.7

27.9

21.5

取り組む予定

はない

4.2

4.3

8.3

わからない

13.2

15.7

24.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=551)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=325)

現在取り組んで

いる

63.8

66.7

今後取り組み

たい

16.6

16.9

取り組む予定

はない

4.9

3.8

わからない

14.7

12.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業(n=163)

非製造業(n=390)
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【図表 仕事と家庭の両立支援の取組（従業員規模別）】 

 

従業員規模別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は、30 人未満の企業 （55.9％）、30～50 人未

満の企業 （70.0％）、50～100 人未満の企業 （80.6％）、100 人以上の企業 （91.1％）となっており、従業

員規模が大きくなるにつれて高くなっている。 

 

【図表 仕事と家庭の両立支援の取組（業種・従業員規模別）】 

 

業種 ・従業員規模別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は製造業 ・100 人以上の企業 （96.0％）、

非製造業・100 人以上の企業（88.9％）で高くなっている。 

また、「今後取り組みたい」との回答は製造業 ・100 人未満の企業 （18.8％）、非製造業 ・100 人未満の

企業（18.2％）で他の区分より高くなっている。 

  

現在取り組んで

いる

55.9

70.0

80.6

91.1

今後取り組み

たい

22.8

8.8

7.5

7.6

取り組む予定

はない

5.6

3.8

1.5

0.0

わからない

15.7

17.5

10.4

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満(n=324)

30人以上50人未満(n=80)

50人以上100人未満(n=67)

100人以上(n=79)

現在取り組んで

いる

58.0

96.0

63.1

88.9

今後取り組み

たい

18.8

4.0

18.2

9.3

取り組む予定

はない

5.8

0.0

4.5

0.0

わからない

17.4

0.0

14.3

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業・100人未満(n=138)

製造業・100人以上(n=25)

非製造業・100人未満(n=336)

非製造業・100人以上(n=54)
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85.9

88.2

94.9

80.4

59.2

73.8

76.4

87.0

65.7

77.6

74.4

80.3

62.7

65.0

63.8

68.3

43.7

9.7

8.6

5.1

6.7

10.2

19.1

17.9

8.8

13.4

15.6

18.7

14.1

14.3

20.5

19.7

15.9

10.0

4.4

3.2

0.0

12.9

30.6

7.1

5.7

4.2

20.9

6.9

6.9

5.6

23.1

14.5

16.5

15.9

46.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=453)

令和３年度調査(n=407)

平成30年度調査(n=215)

平成26年度調査(n=520)

（女性従業員）

平成26年度調査(n=490)

（男性従業員）

令和７年度調査(n=450)

令和３年度調査(n=407)

平成30年度調査(n=215)

平成26年度調査(n=507)

令和７年度調査(n=450)

令和３年度調査(n=407)

平成30年度調査(n=213)

平成26年度調査(n=490)

令和７年度調査(n=449)

令和３年度調査(n=406)

平成30年度調査(n=208)

平成26年度調査(n=471)

問１７ 問１６で、「１ 現在取り組んでいる」または 「２ 今後取り組みたい」を選んだ方にお尋ねし

ます。 

【Ａ 仕事と家庭（出産・育児・介護）の両立支援の制度導入の有無】 

①
育
児
休
業
制
度 

 

②
介
護
休
業
制
度 

 

③
育
児
や
介
護
な
ど
の
た
め

の
短
時
間
勤
務
制
度 

 

④
子
の
看
護
休
暇
制
度 

 

 

  
すでに導入済み 導入検討中 導入予定なし
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30.3

23.2

18.0

16.7

47.1

42.3

32.9

0

55.0

46.7

38.5

35.3

59.7

57.0

55.6

47.5

23.1

24.9

21.5

10.3

23.7

27.0

21.4

20.8

18.0

17.8

11.3

17.1

18.9

15.9

12.5

46.6

51.9

60.5

73.0

29.2

30.7

45.7

24.2

35.3

43.8

53.4

23.2

24.1

28.5

40.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=446)

令和３年度調査(n=405)

平成30年度調査(n=205)

平成26年度調査(n=446)

令和７年度調査(n=448)

令和３年度調査(n=407)

平成30年度調査(n=210)

平成26年度調査

令和７年度調査(n=451)

令和３年度調査(n=405)

平成30年度調査(n=208)

平成26年度調査(n=476)

令和７年度調査(n=449)

令和３年度調査(n=407)

平成30年度調査(n=207)

平成26年度調査(n=472)

⑤
フ
レ 

ク
ス
タ
イ
ム
制
度 

 

⑥
時
間
単
位
で
の 

有
給
休
暇
の
取
得 

 

⑦
始
業
・
終
業
時
刻
の 

繰
上
げ
・
繰
下
げ 

 

⑧
所
定
外
労
働 
残
業 

の
免
除 

 

  

※平成 26 年度調査にはない項目 

すでに導入済み 導入検討中 導入予定なし
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30.2

27.4

22.5

14.1

2.0

2.2

1.4

1.5

6.0

2.5

2.4

2.2

24.0

21.7

5.7

3.9

11.3

12.6

12.0

5.2

5.8

7.4

9.1

4.1

6.7

11.1

8.6

3.1

13.0

24.4

19.4

6.3

58.5

60.0

65.5

80.7

92.2

90.4

89.5

94.3

87.3

86.5

89.0

94.8

63.0

53.9

74.9

89.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=443)

令和３年度調査(n=405)

平成30年度調査(n=200)

平成26年度調査(n=440)

令和７年度調査(n=448)

令和３年度調査(n=406)

平成30年度調査(n=209)

平成26年度調査(n=459)

令和７年度調査(n=448)

令和３年度調査(n=406)

平成30年度調査(n=210)

平成26年度調査(n=459)

令和７年度調査(n=446)

令和３年度調査(n=406)

平成30年度調査(n=211)

平成26年度調査(n=459)

⑨
転
勤
免
除 

 

地
域
限
定
社
員
制
度
等 

 

 

⑩
事
業
所
内
託
児
施
設
の
運
営 

 

⑪
育
児
に
要
す
る
経
費
の
援
助

 

ベ
ビ 

シ 

タ 

費
用
等 

 

 

⑫
在
宅
勤
務
制
度 

 

 

 

 

仕事と家庭の両立支援制度の導入状況について、「すでに導入済み」との回答は「育児休業制度」が

85.9％と最も高く、次いで 「育児や介護などのための短時間勤務制度」（77.6％）、「介護休業制度」（73.8％）

の順となっている。一方、「導入予定なし」との回答は 「事業所内託児施設の運営」で 92.2％、「育児に

要する経費の援助」で 87.3％と高くなっている。 

経年比較すると、「始業 ・終業時刻の繰上げ・繰下げ」の導入割合は 55.0％となり、前回調査 （46.7％）

から 8.3 ポイント上昇したほか、「フレックスタイム制度」も前回調査 （23.2％）から 7.1 ポイント上昇

している。 

  

すでに導入済み 導入検討中 導入予定なし
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62.5

61.3

58.9

45.5

39.2

22.3

10.2

6.5

22.1

19.3

15.7

11.0

60.9

61.1

53.6

37.4

48.6

40.9

36.1

32.1

9.6

12.0

11.7

18.6

26.6

53.6

62.6

68.7

40.8

46.6

51.1

55.5

20.0

25.1

30.1

42.8

33.1

41.7

48.9

46.9

27.9

26.7

29.4

35.9

34.2

24.0

27.3

24.8

37.2

34.1

33.1

33.5

19.1

13.9

16.3

19.9

18.3

17.4

15.0

20.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=387)

令和３年度調査(n=359)

平成30年度調査(n=197)

平成26年度調査(n=398)

令和７年度調査(n=380)

令和３年度調査(n=358)

平成30年度調査(n=187)

平成26年度調査(n=278)

令和７年度調査(n=331)

令和３年度調査(n=311)

平成30年度調査(n=178)

平成26年度調査(n=319)

令和７年度調査(n=345)

令和３年度調査(n=303)

平成30年度調査(n=166)

平成26年度調査(n=297)

令和７年度調査(n=290)

令和３年度調査(n=259)

平成30年度調査(n=133)

平成26年度調査(n=196)

【Ｂ 仕事と家庭（出産・育児・介護）の両立支援の各制度を「すでに導入済み」の場合の過去

３年間の利用実績】 

①
育
児
休
業
制
度 

 

女
性
従
業
員 

 

 

①
育
児
休
業
制
度 

 

男
性
従
業
員 

 

 

②
介
護
休
業
制
度 

 

③
育
児
や
介
護
な
ど
の
た
め
の 

短
時
間
勤
務
制
度 

 

④
子
の
看
護
休
暇
制
度 

 

 

  利用実績あり 利用実績なし 該当者がいない
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70.1

62.8

57.1

46.7

88.5

84.9

84.6

0.0

78.3

77.8

73.0

54.4

57.0

55.2

50.9

36.4

15.7

21.3

37.1

36.0

6.2

9.9

10.8

14.8

13.2

13.5

31.3

27.2

31.0

35.5

43.0

14.2

16.0

5.7

17.3

5.3

5.2

4.6

7.0

9.0

13.5

14.4

15.8

13.8

13.6

20.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=134)

令和３年度調査(n=94)

平成30年度調査(n=35)

平成26年度調査(n=75)

令和７年度調査(n=209)

令和３年度調査(n=172)

平成30年度調査(n=65)

平成26年度調査

令和７年度調査(n=244)

令和３年度調査(n=189)

平成30年度調査(n=74)

平成26年度調査(n=160)

令和７年度調査(n=265)

令和３年度調査(n=232)

平成30年度調査(n=110)

平成26年度調査(n=214)

⑤
フ
レ 

ク
ス
タ
イ
ム
制
度 

 

⑥
時
間
単
位
で
の 

有
給
休
暇
の
取
得 

 

⑦
始
業
・
終
業
時
刻
の 

繰
上
げ
・
繰
下
げ 

 

⑧
所
定
外
労
働 
残
業 

の
免
除 

 

 

 

 

 

  

※平成 26 年度調査にはない項目 

利用実績あり 利用実績なし 該当者がいない
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41.7

51.4

54.5

30.8

77.8

77.8

66.7

50.0

70.4

70.0

80.0

77.8

86.0

90.9

75.0

62.5

9.1

13.5

11.4

34.6

22.2

11.1

33.3

16.7

22.2

20.0

20.0

0.0

7.5

3.4

16.7

0.0

49.2

35.1

34.1

34.6

0.0

11.1

0.0

33.3

7.4

10.0

0.0

22.2

6.5

5.7

8.3

37.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=132)

令和３年度調査(n=111)

平成30年度調査(n=44)

平成26年度調査(n=52)

令和７年度調査(n=9)

令和３年度調査(n=9)

平成30年度調査(n=3)

平成26年度調査(n=6)

令和７年度調査(n=27)

令和３年度調査(n=10)

平成30年度調査(n=5)

平成26年度調査(n=9)

令和７年度調査(n=107)

令和３年度調査(n=88)

平成30年度調査(n=12)

平成26年度調査(n=16)

⑨
転
勤
免
除 

 

地
域
限
定
社
員
制
度
等 

 

 

⑩
事
業
所
内
託
児
施
設
の
運
営 

 

⑪
育
児
に
要
す
る
経
費
の
援
助

 

ベ
ビ 

シ 

タ 

費
用
等 

 

 

⑫
在
宅
勤
務
制
度 

 

 

 

 

過去３年間の制度利用実績について、「利用実績あり」との回答は 「時間単位での有給休暇の取得」が

88.5％で最も高く、次いで「在宅勤務制度」（86.0％）、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」（78.3％）

となっている。 

経年比較すると、全体的に利用実績ありの増加傾向が見られるが、「転勤免除」「在宅勤務制度」につ

いては減少傾向が見られ、「育児や介護などのための短時間勤務制度」「事業所内託児施設の運営」「育児

に要する経費の援助」はほぼ横ばいとなっている。 

 

  

利用実績あり 利用実績なし 該当者がいない
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13.6

11.5

9.4

4.8

11.8

8.6

7.9

3.6

23.1

24.2

31.4

20.2

6.9

5.5

4.3

3.1

26.5

28.4

29.5

16.9

24.7

27.3

28.8

13.0

27.8

27.9

29.3

20.9

8.3

12.2

8.0

3.9

50.2

49.7

48.2

60.5

52.5

52.3

51.1

63.9

35.1

38.3

32.1

42.1

49.9

51.0

47.8

54.2

5.2

4.9

9.4

7.6

5.9

5.7

8.6

9.0

7.1

3.6

2.9

5.7

12.1

10.7

10.9

10.7

4.5

5.5

3.6

10.3

5.2

6.0

3.6

10.5

7.1

6.0

4.3

11.0

22.9

20.6

29.0

28.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=426)

令和３年度調査(n=384)

平成30年度調査(n=139)

平成26年度調査(n=397)

令和７年度調査(n=425)

令和３年度調査(n=384)

平成30年度調査(n=139)

平成26年度調査(n=391)

令和７年度調査(n=425)

令和３年度調査(n=384)

平成30年度調査(n=140)

平成26年度調査(n=401)

令和７年度調査(n=423)

令和３年度調査(n=384)

平成30年度調査(n=138)

平成26年度調査(n=384)

問１８ 問１７で、いずれかの両立支援制度について「すでに導入済み」を選んだ方にお尋ねします。

それらの導入などにより、企業全体ではどのような反応がありましたか。 

①
職
場
の
雰
囲
気
が
良
く
な 

た 

 

②
職
場
が
活
性
化
し
た 

 

③
女
性
の
勤
続
年
数
が
伸
び
た 

 

④
女
性
の
管
理
職
が
増
え
た 

 

 
  そう思う ややそう思う どちらともいえない

あまりそう思わない そう思わない 1



 

229 

11.6

8.6

11.5

0.0

14.8

13.5

13.7

0.0

2.3

3.4

2.9

2.3

10.3

7.0

10.0

7.4

31.1

34.6

35.3

25.8

30.7

34.5

13.4

7.3

8.6

12.1

28.1

22.7

33.6

19.7

44.3

45.3

36.7

45.7

45.6

36.7

34.3

35.9

34.5

39.9

34.4

38.8

24.3

39.6

8.3

6.5

11.5

8.2

3.9

9.4

18.5

18.8

18.7

14.2

10.3

15.4

16.4

12.0

4.7

4.9

5.0

5.6

6.3

5.8

31.5

34.6

35.3

31.4

16.9

16.1

15.7

21.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=424)

令和３年度調査(n=384)

平成30年度調査(n=139)

平成26年度調査

令和７年度調査(n=427)

令和３年度調査(n=384)

平成30年度調査(n=139)

平成26年度調査

令和７年度調査(n=426)

令和３年度調査(n=384)

平成30年度調査(n=139)

平成26年度調査(n=388)

令和７年度調査(n=427)

令和３年度調査(n=384)

平成30年度調査(n=140)

平成26年度調査(n=391)

⑤
勤
労
意
欲
が
高
ま 

た 

 

⑥
良
い
人
材
を
確
保
で
き
た 

 

⑦
同
じ
職
場
の
人
か
ら 

不
満
が
出
た 

 

⑧
利
用
し
て
い
な
い
人
の 

仕
事
量
が
増
え
た 

 

 

 

 

 

両立支援制度の導入による企業全体の反応について、『そう思う』（「そう思う」と 「ややそう思う」の

合計）との回答は「女性の勤続年数が伸びた」が 50.9％と最も高く、次いで「勤労意欲が高まった」

（42.7％）、「良い人材を確保できた」（40.6％）の順となっている。 

経年比較すると、『そう思う』との回答は 「利用していない人の仕事量が増えた」 「同じ職場の人から

不満が出た」についてそれぞれ前回調査より 8.7 ポイント、5.0 ポイント上回っている。 

※平成 26 年度調査にはない項目 

※平成 26 年度調査にはない項目 

そう思う ややそう思う どちらともいえない

あまりそう思わない そう思わない 1
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問１９ 貴社では、ワーク・ライフ・バランス （仕事と生活の調和）を実現するために企業としてどの

ような取組が必要だと思いますか。（○は３つまで） 

 

ワーク・ライフ・バランス （仕事と生活の調和）実現のために必要な企業の取組について、「時間外労

働を削減する」との回答が 46.2％と最も高く、次いで 「ワーク・ライフ・バランスに関する制度が利用

しやすい職場環境を作る」（38.0％）、「労働時間の短縮を行う」（23.4％）、「フレックスタイムや在宅勤

務など、働き方の見直しを行う」（23.4％）などの順となっている。 

経年比較すると、「労働時間の短縮を行う」との回答は今回調査が前回調査 （20.2％）を 3.2 ポイント

上回っている。一方、「時間外労働を削減する」との回答は前回調査から 6.8 ポイント、「フレックスタ

イムや在宅勤務など、働き方の見直しを行う」との回答は前回調査から 4.7 ポイント、それぞれ今回調

査が前回調査を下回っている。 

  

46.2 

38.0 

23.4 

23.4 

19.5 

15.2 

14.1 

13.7 

8.7 

5.0 

53.0 

40.3 

20.2 

28.1 

19.8 

21.8 

17.7 

20.0 

9.2 

6.3 

19.6 

19.6 

18.1 

19.9 

22.4 

7.6 

5.1 

63.7 

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働を削減する

ワーク・ライフ・バランスに関する制度が

利用しやすい職場環境を作る

労働時間の短縮を行う

フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う

従業員のニーズを把握するための

意識調査を定期的に実施する

ワーク・ライフ・バランスの啓発や研修を行う

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度の充実を図る

経営トップや管理職が率先してワーク・

ライフ・バランスに関する制度を利用する

社内に相談・苦情処理の専用窓口を設置する

その他

職場における業務削減の取組を行い、

長時間残業の削減や労働時間の短縮を行う

令和７年度調査(n=539)

令和３年度調査(n=509)

平成30年度調査(n=331)

※令和３・７年度調査にはない選択肢

※平成30年度調査にはない選択肢

※平成30年度調査にはない選択肢

20.3

16.7
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【図表 ワーク・ライフ・バランス実現のために必要な企業の取組（業種・従業員規模別）】 

  

  

業種 ・従業員規模別にみると、「ワーク・ライフ・バランスに関する制度が利用しやすい職場環境を作

る」との回答は製造業 ・100 人以上の企業 （64.0％）、非製造業 ・100 人以上の企業 （48.1％）で他の区

分より高くなっている。また、「時間外労働を削減する」との回答は非製造業 ・100 人以上の企業 （55.6％）

で高く、「フレックスタイムや在宅勤務など、働き方の見直しを行う」との回答は製造業 ・100 人以上の

企業（32.0％）で他の区分より高くなっている。 

  

46.3

34.3

18.7

20.1

22.4

11.2

9.0

14.9

9.7

4.5

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働を削減する

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度が利用しやすい職場環境を作る

労働時間の短縮を行う

フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う

従業員のニーズを把握するための

意識調査を定期的に実施する

ワーク・ライフ・バランスの啓発や

研修を行う

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度の充実を図る

経営トップや管理職が率先してワーク・

ライフ・バランスに関する制度を利用する

社内に相談・苦情処理の

専用窓口を設置する

その他

製造業・100人未満(n=134)

44.0

64.0

8.0

32.0

16.0

24.0

20.0

24.0

16.0

8.0

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働を削減する

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度が利用しやすい職場環境を作る

労働時間の短縮を行う

フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う

従業員のニーズを把握するための

意識調査を定期的に実施する

ワーク・ライフ・バランスの啓発や

研修を行う

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度の充実を図る

経営トップや管理職が率先してワーク・

ライフ・バランスに関する制度を利用する

社内に相談・苦情処理の

専用窓口を設置する

その他

製造業・100人以上(n=25)

44.6

35.5

25.7

23.9

20.2

14.7

14.7

11.0

8.3

5.8

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働を削減する

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度が利用しやすい職場環境を作る

労働時間の短縮を行う

フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う

従業員のニーズを把握するための

意識調査を定期的に実施する

ワーク・ライフ・バランスの啓発や

研修を行う

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度の充実を図る

経営トップや管理職が率先してワーク・

ライフ・バランスに関する制度を利用する

社内に相談・苦情処理の

専用窓口を設置する

その他

非製造業・100人未満(n=327)

55.6

48.1

27.8

24.1

11.1

22.2

20.4

22.2

5.6

1.9

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働を削減する

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度が利用しやすい職場環境を作る

労働時間の短縮を行う

フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う

従業員のニーズを把握するための

意識調査を定期的に実施する

ワーク・ライフ・バランスの啓発や

研修を行う

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度の充実を図る

経営トップや管理職が率先してワーク・

ライフ・バランスに関する制度を利用する

社内に相談・苦情処理の

専用窓口を設置する

その他

非製造業・100人以上(n=54)
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【図表 ワーク・ライフ・バランス実現のために必要な企業の取組 

（仕事と家庭の両立支援の取組状況別）】 

  

  

取組状況別にみると、「時間外労働を削減する」との回答は 「現在取り組んでいる」 「今後取り組みた

い」企業で約５割と最も高い。また、「ワーク・ライフ・バランスに関する制度が利用しやすい職場環境

を作る」との回答は「現在取り組んでいる」企業で約４割と他の区分より高くなっている。 

  

49.2

42.1

22.8

23.6

18.3

15.2

14.3

15.7

9.8

4.2

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働を削減する

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度が利用しやすい職場環境を作る

労働時間の短縮を行う

フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う

従業員のニーズを把握するための

意識調査を定期的に実施する

ワーク・ライフ・バランスの啓発や

研修を行う

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度の充実を図る

経営トップや管理職が率先してワーク・

ライフ・バランスに関する制度を利用する

社内に相談・苦情処理の

専用窓口を設置する

その他

現在取り組んでいる (n=356)

47.8

32.2

25.6

24.4

18.9

22.2

15.6

11.1

5.6

3.3

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働を削減する

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度が利用しやすい職場環境を作る

労働時間の短縮を行う

フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う

従業員のニーズを把握するための

意識調査を定期的に実施する

ワーク・ライフ・バランスの啓発や

研修を行う

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度の充実を図る

経営トップや管理職が率先してワーク・

ライフ・バランスに関する制度を利用する

社内に相談・苦情処理の

専用窓口を設置する

その他

今後取り組みたい (n=90)

26.3

36.8

26.3

26.3

10.5

15.8

15.8

0.0

0.0

21.1

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働を削減する

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度が利用しやすい職場環境を作る

労働時間の短縮を行う

フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う

従業員のニーズを把握するための

意識調査を定期的に実施する

ワーク・ライフ・バランスの啓発や

研修を行う

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度の充実を図る

経営トップや管理職が率先してワーク・

ライフ・バランスに関する制度を利用する

社内に相談・苦情処理の

専用窓口を設置する

その他

取り組む予定はない (n=19)

34.7

25.0

22.2

20.8

29.2

6.9

11.1

11.1

9.7

6.9

0% 20% 40% 60% 80%

時間外労働を削減する

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度が利用しやすい職場環境を作る

労働時間の短縮を行う

フレックスタイムや在宅勤務など、

働き方の見直しを行う

従業員のニーズを把握するための

意識調査を定期的に実施する

ワーク・ライフ・バランスの啓発や

研修を行う

ワーク・ライフ・バランスに関する

制度の充実を図る

経営トップや管理職が率先してワーク・

ライフ・バランスに関する制度を利用する

社内に相談・苦情処理の

専用窓口を設置する

その他

わからない (n=72)
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問２０ 貴社では、職員のワーク・ライフ・バランス （仕事と生活の調和）を実現するために時間外労

働の削減に取り組んでいますか。 

 

時間外労働の削減の取組については、「現在取り組んでいる」との回答が 73.6％、「取り組んでいない」

が 26.4％となっている。 

経年比較すると、「現在取り組んでいる」は令和３年度（81.5％）から 7.9 ポイント低下している。 

 

【図表 時間外労働の削減への取組（業種別）】 

 

業種別にみると、「取り組んでいる」との回答は製造業 （74.8％）が非製造業 （72.5％）を 2.3 ポイン

ト上回っている。 

 

【図表 時間外労働の削減への取組（従業員規模別）】 

 

従業員規模別にみると、「取り組んでいる」との回答は 100 人以上の企業で最も高く、従業員規模が大

きいほど取組割合が高い傾向にある。  

現在取り組んでいる

73.6

81.5

取り組んでいない

26.4

18.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和７年度調査(n=550)

令和３年度調査(n=509)

現在取り組んでいる

74.8

72.5

取り組んでいない

25.2

27.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業(n=163)

非製造業(n=389)

現在取り組んでいる

71.8

73.8

74.6

79.7

取り組んでいない

28.2

26.3

25.4

20.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満(n=323)

30人以上50人未満(n=80)

50人以上100人未満(n=67)

100人以上(n=79)
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【図表 時間外労働の削減への取組（業種・従業員規模別）】 

 

業種 ・従業員規模別にみると、「取り組んでいる」との回答は製造業 ・非製造業ともに 100 人以上の企

業で特に高く、いずれも８割程度となっている。 

 

  

現在取り組んでいる

73.9

80.0

71.3

79.6

取り組んでいない

26.1

20.0

28.7

20.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業・100人未満(n=138)

製造業・100人以上(n=25)

非製造業・100人未満(n=335)

非製造業・100人以上(n=54)
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問２１ 問２０で、「１ 取り組んでいる」を選んだ方にお尋ねします。具体的にどのような取組をして

いますか。（○はいくつでも） 

 
 

具体的な取組については、「業務の効率化」が 72.8％と最も高く、次いで 「定時退社の奨励」（42.8％）、

「人員を増やす」（32.2％）、「残業の事前申請」（31.9％）などの順となっている。 

経年比較すると、「残業時間の上限を設定」は 9.8 ポイント、「労働時間の平準化」は 9.6 ポイント、

「残業の事前申請」は 9.3 ポイント、今回調査が前回調査を下回っている。  

72.8

42.8

32.2

31.9

20.8

19.8

14.4

12.1

11.1

3.2

76.9

46.7

28.7

41.2

26.3

29.6

16.4

21.7

11.6

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

業務の効率化

定時退社の奨励

人員を増やす

残業の事前申請

短時間で質の高い仕事を評価

残業時間の上限を設定

ノー残業デーの設定

労働時間の平準化

ワークシェアリング

その他

令和７年度調査(n=404)

令和３年度調査(n=415)
20.3

16.7
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【図表 時間外労働の削減に向けた取組内容（業種・従業員規模別）】 

  

  

業種・従業員規模別にみると、いずれの区分でも「業務の効率化」が最も高く、特に製造業・100 人

以上の企業で８割台半ばとなっている。また 「残業の事前申請」は製造業 ・100 人以上、非製造業 ・100

人以上の企業で６割台と高い。加えて、製造業 ・100 人以上の企業では 「ノー残業デーの設定」「残業時

間の上限を設定」がともに５割と他区分より高く、制度面の対応が進んでいる。一方、「定時退社の奨励」

は 100 人未満の企業で４割台と比較的高い。 
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26.7

20.8
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10.9

7.9

8.9
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非製造業・100人未満(n=239)
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問２２ 問２０で、「２ 取り組んでいない」を選んだ方にお尋ねします。その理由は何ですか。 

 

 

時間外労働の削減に取り組んでいない理由については、「人手不足」との回答が 50.7％と最も高く、

次いで 「改善する必要がない」（30.6％）、「必要な取組がわからない」（9.0％）、「コストがかかる」（3.5％）

の順となっている。 

経年比較すると、「人手不足」は令和３年度 （42.6％）から 8.1 ポイント高く、「必要な取組がわから

ない」は令和３年度（12.8％）から 3.8 ポイント低下している。 

 

【図表 時間外労働の削減に取り組んでいない理由（業種別）】 

 

業種別にみると、「人手不足」は非製造業が製造業を上回っている。一方、「必要な取組がわからない」

は製造業が非製造業を上回っている。 
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4.7

必要な取組が

わからない

19.5
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Ⅵ 育児休業の取得について 

 

問２３ 貴社における育児休業制度の利用者数の状況をご回答ください。 

 

 

※１ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの出産者数 

（男性の場合は、配偶者が出産した者の数） 

※２ 出産者数のうち育児休業を開始した者の数 

（令和７年１０月１日時点で育児休業開始予定の申出をしている者を含む） 

※３ 育児休業を開始した者のうち育児代替要員が採用された者の数 

（令和７年１０月１日時点で育児休業開始予定の申出をしている者を含む） 

 

育児休業制度の利用状況について、育児休業利用割合を業種別にみると、女性も男性も取得状況に大

きな差はみられない。 

従業員規模別にみると、女性も男性も従業員規模が大きくなるほど利用率が高くなっている。 

代替要員採用割合を性別でみると、女性は 20.3％、男性 6.2％となっている。業種別にみると、男女

ともに非製造業のほうが高い傾向にあり、従業員規模別にみると女性は従業員規模が少ないほうが採用

率が高く、男性は 100 人未満の事業所は 10％を超えているのに対し、100 人以上の事業所は約４％にと

どまっている。 

  

出産者数
（人）

育児
休業者数
（人）

代替要員数
（人）

育児休業
利用割合
（％）

代替要員
採用割合
（％）

女性 319 305 62 95.6% 20.3%

男性 385 241 15 62.6% 6.2%

製造業 56 53 7 94.6% 13.2%

非製造業 263 252 55 95.8% 21.8%

製造業 184 119 5 64.7% 4.2%

非製造業 201 122 10 60.7% 8.2%

30人未満 60 53 20 88.3% 37.7%

30人以上50人未満 27 25 9 92.6% 36.0%

50人以上100人未満 43 42 6 97.7% 14.3%

100人以上 189 185 27 97.9% 14.6%

30人未満 48 19 2 39.6% 10.5%

30人以上50人未満 34 16 3 47.1% 18.8%

50人以上100人未満 41 26 3 63.4% 11.5%

100人以上 262 180 7 68.7% 3.9%

704 546 77 77.6% 14.1%全体

性
別

業
種
別

女
性

男
性

従
業
員
規
模
別

女
性

男
性

※１ 
※２ 

※３ 
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【育児休業利用割合の推移】 

 

 

育児休業利用割合について経年比較すると、今回の調査 （女性 95.6％、男性 62.6％）が前回調査 （女

性 97.0％、男性 14.2％）から男性は大幅に増加している。 

 

  

77.6
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95.697.0
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14.2
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100%
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問２４ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに復職予定だった者について、復職した者また

は退職した者の数をご回答ください。 

 

 

 

育児休業終了後の復職状況について、全体では復職者割合が 92.7％、退職者割合が 7.3％となってい

る。 

性別にみると、復職者割合は女性が 92.1％、男性が 93.3％、退職者割合は女性が 7.9％、男性が 6.7％

となっている。 

業種別にみると、女性は製造業 （94.6％）が非製造業 （91.4％）を 3.2 ポイント上回っている。男性

も製造業（94.0％）が非製造業（92.7％）を 1.3 ポイント上回っている。 

従業員規模別にみると、女性は 100 人以上の企業で 95.7％と最も高く、30 人未満の企業では 86.8％

となっている。一方、男性は 100 人以上の企業で 97.2％と極めて高くなっているが、30 人未満の企業

では 71.4％にとどまっている。 

  

復職
予定者数
（人）

復職者数
（人）

退職者数
（人）

復職者割合
（％）

退職者割合
（％）

女性 278 256 22 92.1% 7.9%

男性 240 224 16 93.3% 6.7%

製造業 56 53 3 94.6% 5.4%

非製造業 222 203 19 91.4% 8.6%

製造業 117 110 7 94.0% 6.0%

非製造業 123 114 9 92.7% 7.3%

30人未満 53 46 7 86.8% 13.2%

30人以上50人未満 29 26 3 89.7% 10.3%

50人以上100人未満 34 29 5 85.3% 14.7%

100人以上 162 155 7 95.7% 4.3%

30人未満 14 10 4 71.4% 28.6%

30人以上50人未満 15 14 1 93.3% 6.7%

50人以上100人未満 32 26 6 81.3% 18.8%

100人以上 179 174 5 97.2% 2.8%

518 480 38 92.7% 7.3%全体

性
別

業
種
別

女
性

男
性

従
業
員
規
模
別

女
性

男
性
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問２５ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までに育児休業を終了し、復職した者の利用期間に

ついて、ご回答ください。 

 

 

 

育児休業制度の利用期間について、全体でみると 「１か月未満」との回答が 28.1％と最も高く、次い

で「12 か月～24 か月未満」が 21.9％となっている。 

性別でみると、女性は「12 か月～24 か月未満」（40.0％）と「６か月～12 か月未満」（38.1％）の回

答が多く、この２つの区分で全体の約８割を占めている。一方、男性は 「１か月未満」が 56.4％と最も

高く、次いで 「１か月～３か月未満」が 29.2％となっている。男性は 24か月以上休業した者はいない。 

 

  

全体 １か月未満
１か月～

３か月未満
３か月～

６か月未満
６か月～

12 か月未満
12 か月～

24 か月未満
24 か月～

36 か月未満
36 か月以上

270 5 3 20 103 108 14 17

1.9% 1.1% 7.4% 38.1% 40.0% 5.2% 6.3%

250 141 73 20 10 6 - -

56.4% 29.2% 8.0% 4.0% 2.4% 0.0% 0.0%

54 1 2 2 11 35 3 -

1.9% 3.7% 3.7% 20.4% 64.8% 5.6% 0.0%

216 4 1 18 92 73 11 17

1.9% 0.5% 8.3% 42.6% 33.8% 5.1% 7.9%

122 64 37 12 5 4 - -

52.5% 30.3% 9.8% 4.1% 3.3% 0.0% 0.0%

128 77 36 8 5 2 - -

60.2% 28.1% 6.3% 3.9% 1.6% 0.0% 0.0%

47 3 2 7 12 18 4 1

6.4% 4.3% 14.9% 25.5% 38.3% 8.5% 2.1%

31 - - 4 15 9 3 -

0.0% 0.0% 12.9% 48.4% 29.0% 9.7% 0.0%

34 - - - 17 16 1 -

0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 47.1% 2.9% 0.0%

158 2 1 9 59 65 6 16

1.3% 0.6% 5.7% 37.3% 41.1% 3.8% 10.1%

16 8 3 1 3 1 - -

50.0% 18.8% 6.3% 18.8% 6.3% 0.0% 0.0%

19 16 3 - - - - -

84.2% 15.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

27 16 8 2 - 1 - -

59.3% 29.6% 7.4% 0.0% 3.7% 0.0% 0.0%

188 101 59 17 7 4 - -

53.7% 31.4% 9.0% 3.7% 2.1% 0.0% 0.0%

520 146 76 40 113 114 14 17

28.1% 14.6% 7.7% 21.7% 21.9% 2.7% 3.3%

非製造業

製造業

女
性

男
性

業
種
別
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別

女性

男性

製造業

非製造業
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50人以上100人未満

100人以上
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別
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【図表 育児休業制度の利用期間（性別・経年比較）】 
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性 

 

 

 

 

 

経年比較すると、女性では「12 か月～24 か月未満」との回答が 40.0％となり、前回調査（73.4％）

を 33.4 ポイントと大幅に下回った。一方、「６か月～12 か月未満」は 38.1％で前回調査（22.4％）を

15.7 ポイント上回ったほか、「24か月～36 か月未満」（前回 ：1.2％）や 「36 か月以上」（前回 ：0.2％）

といった長期の区分でも今回調査が前回調査を上回っている。 

男性では、「１か月未満」との回答が 56.4％となり、前回調査 （85.5％）を 29.1 ポイントと大幅に下

回った。一方で、「１か月～３か月未満」は 29.2％で前回調査（10.1％）を 19.1 ポイント、「３か月～

６か月未満」は 6.6 ポイント、「６か月～12 か月未満」は 1.1 ポイント、「12か月～24 か月未満」は 2.4

ポイントそれぞれ上回っている。 
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【図表 育児休業制度の利用期間（性別・業種別・経年比較）】 
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業種別にみると、女性は「12 か月～24 か月未満」との回答において、製造業（64.8％）が非製造業

（33.8％）を 31.0 ポイント大幅に上回っている。一方、「６か月～12 か月未満」との回答は非製造業

（42.6％）が製造業（20.4％）を 22.2 ポイント上回っている。男性は業種による大きな差はみられな

い。 
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【図表 育児休業制度の利用期間（性別・従業員規模別・経年比較）】 
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従業員規模別にみると女性は 30 人未満の企業では、６か月以上休業した割合がほかの区分の女性と

比較して一番少なくなっている。 

経年比較すると、30 人未満の企業の女性では「６か月～１２か月未満」が令和７年度調査（27.3％）

で、令和３年度調査 （50.0％）と比較して、22.7 ポイント減少し、100 人以上の企業では 「12 か月～24

か月未満」が令和７年度調査 （40.4％）で令和３年度調査 （78.9％）から 38.5 ポイント減少している。 

男性はいずれの区分も１か月未満が減少し、１か月以上の休業割合が増えている。 
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Ⅶ 女性特有の健康課題について 

 

問２６ 貴社では、女性の健康課題※について何らかの取組を行っていますか。 

 

 

 

女性の健康課題についての取組については、「今後取り組みたい」が 41.7％と最も高く、次いで「現

在取り組んでいる」（33.9％）、「取り組む予定はない」（24.4％）の順となっている。 

 

【図表 女性の健康課題についての取組（業種別）】 

 

業種別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は非製造業 （36.7％）が製造業 （26.8％）を 9.9ポ

イント上回っている。また、「今後取り組みたい」との回答は製造業 （43.3％）が非製造業 （41.1％）を

2.2 ポイント上回っている。 

 

 

※女性の健康課題 

女性は月経や更年期、妊娠、出産といったライフステージ特有の変化が２０代から５０代の就労にお

いて大きく影響していたり、働き盛り、子育て中に乳がんや子宮頸がんといった女性特有のがんを発

生するリスクを抱えるなどの健康課題のこと。  

現在取り組んでいる

33.9

今後取り組みたい

41.7

取り組む予定はない

24.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=549)

現在取り組んでいる

26.8

36.7

今後取り組みたい

43.3

41.1

取り組む予定はない

29.9

22.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業(n=164)

非製造業(n=387)



 

247 

【図表 女性の健康課題についての取組（従業員規模別）】 

 
従業員規模別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は 50 人以上 100 人未満の企業 （46.3％）が

最も高くなっている。 

一方、「取り組む予定はない」との回答は 30 人以上 50 人未満の企業（40.0％）が最も高くなってい

る。 

 

【図表 女性の健康課題についての取組（業種・従業員規模別）】 

 

業種 ・従業員規模別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は、非製造業 ・100 人以上の企業 （40.7％）

が最も高く、次いで製造業 ・100 人以上の企業、非製造業 ・100 人未満の企業 （ともに 36.0％）、製造業 ・

100 人未満の企業（25.2％）の順となっている。 

一方、「取り組む予定はない」との回答は、製造業 ・100 人未満の企業 （32.4％）が最も高く、次いで

非製造業 ・100 人未満の企業 （24.3％）、製造業 ・100 人以上の企業 （16.0％）、非製造業 ・100 人以上の

企業（9.3％）となっている。 

 

  

現在取り組んでいる

31.1

28.8

46.3

39.2

今後取り組みたい

44.4

31.3

32.8

49.4

取り組む予定はない

24.5

40.0

20.9

11.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満(n=322)

30人以上50人未満(n=80)

50人以上100人未満(n=67)

100人以上(n=79)

現在取り組んでいる

25.2

36.0

36.0

40.7

今後取り組みたい

42.4

48.0

39.6

50.0

取り組む予定はない

32.4

16.0

24.3

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業・100人未満(n=139)

製造業・100人以上(n=25)

非製造業・100人未満(n=333)

非製造業・100人以上(n=54)
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問２７ 問２６で 「１現在取り組んでいる」または 「２今後取り組みたい」を選んだ方にお尋ねします。

女性が企業や組織で働き続けるために、何が必要だと思いますか。（○は３つまで） 

 

女性が企業や組織で働き続けるために必要なことについては、「婦人科健診・検診への金銭援助」が

53.0％と最も高く、次いで 「婦人科健診 ・検診の受診に対する休暇付与等」 （37.7％）、 「生理休暇を取得

しやすい環境の整備」 （24.3％）、 「女性特有の健康課題に対応可能な体制構築」 （13.1％）の順となって

いる。 

 

  

53.0 

37.7 

24.3 

13.1 

10.5 

10.2 

9.5 

9.0 

7.5 

5.8 

2.9 

0.5 

4.4 

0% 20% 40% 60%

婦人科健診・検診への金銭援助

婦人科健診・検診の受診に対する休暇付与等

生理休暇を取得しやすい環境の整備

女性特有の健康課題に対応可能な体制構築

女性特有の健康関連課題に関するセミナー等の実施

更年期症状や更年期障害の改善支援

不妊治療に対する支援（通院への休暇取得など）

女性専用の休憩室の設置

保健師等による女性健康専門相談窓口設置

母性健康管理のためのサポートの周知徹底

女性の健康づくり推進部署やプロジェクトチームの設置

月経随伴症状の自己管理支援ツールやアプリを提供

その他 (n=411)
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【図表 女性が企業や組織で働き続けるために必要なこと（業種・従業員規模別）】 

  

  

業種 ・従業員規模別にみると、「婦人科健診 ・検診への金銭援助」との回答は、製造業 ・100 人未満の

企業 （56.4％）が最も高く、次いで非製造業 ・100 人未満の企業 （53.4％）、非製造業 ・100 人以上の企

業（47.9％）、製造業・100 人以上の企業（47.6％）の順となっている。 

また、「婦人科健診 ・検診の受診に対する休暇付与等」との回答は、製造業 ・100 人未満の企業 （42.6％）

が最も高く、次いで非製造業 ・100 人未満の企業 （37.3％）、製造業 ・100 人以上の企業 （33.3％）、非製

造業・100 人以上の企業（31.3％）となっている。 

  

56.4

42.6

25.5

10.6

7.4

12.8

4.3

7.4

6.4

4.3

1.1

1.1

4.3

0% 20% 40% 60%

婦人科健診・検診への金銭援助

婦人科健診・検診の受診に

対する休暇付与等

生理休暇を取得しやすい環境の整備

女性特有の健康課題に対応可能な体制構築

女性特有の健康関連課題に

関するセミナー等の実施

更年期症状や更年期障害の改善支援

不妊治療に対する支援

（通院への休暇取得など）

女性専用の休憩室の設置

保健師等による女性健康専門相談窓口設置

母性健康管理のためのサポートの周知徹底

女性の健康づくり推進部署や

プロジェクトチームの設置

月経随伴症状の

自己管理支援ツールやアプリを提供

その他

製造業・100人未満(n=94)

47.6

33.3

9.5

28.6

33.3

4.8

28.6

0.0

19.0

19.0

9.5

0.0

0.0

0% 20% 40% 60%

婦人科健診・検診への金銭援助

婦人科健診・検診の受診に

対する休暇付与等

生理休暇を取得しやすい環境の整備

女性特有の健康課題に対応可能な体制構築

女性特有の健康関連課題に

関するセミナー等の実施

更年期症状や更年期障害の改善支援

不妊治療に対する支援

（通院への休暇取得など）

女性専用の休憩室の設置

保健師等による女性健康専門相談窓口設置

母性健康管理のためのサポートの周知徹底

女性の健康づくり推進部署や

プロジェクトチームの設置

月経随伴症状の

自己管理支援ツールやアプリを提供

その他

製造業・100人以上(n=21)

53.4

37.3

25.3

13.7

7.6

10.0

8.8

9.2

6.4

4.4

2.4

0.4

4.4

0% 20% 40% 60%

婦人科健診・検診への金銭援助

婦人科健診・検診の受診に

対する休暇付与等

生理休暇を取得しやすい環境の整備

女性特有の健康課題に対応可能な体制構築

女性特有の健康関連課題に

関するセミナー等の実施

更年期症状や更年期障害の改善支援

不妊治療に対する支援

（通院への休暇取得など）

女性専用の休憩室の設置

保健師等による女性健康専門相談窓口設置

母性健康管理のためのサポートの周知徹底

女性の健康づくり推進部署や

プロジェクトチームの設置

月経随伴症状の

自己管理支援ツールやアプリを提供

その他

非製造業・100人未満(n=249)

47.9

31.3

22.9

8.3

20.8

10.4

14.6

14.6

10.4

10.4

6.3

0.0

6.3

0% 20% 40% 60%

婦人科健診・検診への金銭援助

婦人科健診・検診の受診に

対する休暇付与等

生理休暇を取得しやすい環境の整備

女性特有の健康課題に対応可能な体制構築

女性特有の健康関連課題に

関するセミナー等の実施

更年期症状や更年期障害の改善支援

不妊治療に対する支援

（通院への休暇取得など）

女性専用の休憩室の設置

保健師等による女性健康専門相談窓口設置

母性健康管理のためのサポートの周知徹底

女性の健康づくり推進部署や

プロジェクトチームの設置

月経随伴症状の

自己管理支援ツールやアプリを提供

その他

非製造業・100人以上(n=48)
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問２８ 問２６で、「３取り組む予定はない」を選んだ方にお尋ねします。取り組まない理由は何です

か。（○はいくつでも） 

 

 

女性の健康課題について取り組まない理由については、「女性従業員から要望がない」が 51.5％と最

も高く、次いで「現在の福利厚生制度で十分対応できている」（32.8％）、「女性に限定した制度を導入

すると不公平」（15.7％）の順となっている。 

 

【図表 女性の健康課題について取り組まない理由（業種・従業員規模別）】 

  

  

業種 ・従業員規模別にみると、「女性従業員から要望がない」との回答は、非製造業 ・100 人以上の企

業（60.0％）が最も高く、次いで製造業・100 人未満の企業（51.1％）、非製造業・100 人未満の企業

（50.6％）、製造業・100 人以上の企業（50.0％)の順となっている。 

また、「女性従業員がいない」との回答は、製造業 ・100 人未満の企業 （24.4％）、非製造業 ・100 人未

満の企業（9.9％）となっている。 

51.5 

32.8 

15.7 

14.2 

11.9 

11.2 

9.7 

0% 20% 40% 60% 80%

女性従業員から要望がない

現在の福利厚生制度で十分対応できている

女性に限定した制度を導入すると不公平

女性従業員がいない

費用対効果が分からない

取り組む必要性は認識しているが

何をしていいかわからない

その他 (n=134)

51.1

31.1

11.1

24.4

6.7

11.1

6.7

0% 20% 40% 60% 80%

女性従業員から要望がない

現在の福利厚生制度で十分対応できている

女性に限定した制度を導入すると不公平

女性従業員がいない

費用対効果が分からない

取り組む必要性は認識しているが

何をしていいかわからない

その他

製造業・100人未満(n=45)

50.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0% 20% 40% 60% 80%

女性従業員から要望がない

現在の福利厚生制度で十分対応できている

女性に限定した制度を導入すると不公平

女性従業員がいない

費用対効果が分からない

取り組む必要性は認識しているが

何をしていいかわからない

その他

製造業・100人以上(n=4)

50.6

33.3

16.0

9.9

12.3

12.3

11.1

0% 20% 40% 60% 80%

女性従業員から要望がない

現在の福利厚生制度で十分対応できている

女性に限定した制度を導入すると不公平

女性従業員がいない

費用対効果が分からない

取り組む必要性は認識しているが

何をしていいかわからない

その他

非製造業・100人未満(n=81)

60.0

40.0

40.0

0.0

40.0

0.0

20.0

0% 20% 40% 60% 80%

女性従業員から要望がない

現在の福利厚生制度で十分対応できている

女性に限定した制度を導入すると不公平

女性従業員がいない

費用対効果が分からない

取り組む必要性は認識しているが

何をしていいかわからない

その他

非製造業・100人以上(n=5)
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Ⅷ 男女の賃金格差について 

 

問２９ 男女の賃金格差の主な要因は何だと思いますか。（○はいくつでも） 

 

男女の賃金格差の主な要因については、「育児等の事情による女性のキャリア中断・離職」が 43.8％

と最も高く、次いで 「男女間の家事 ・育児負担の違い （家事 ・育児負担の女性への偏り）」（34.6％）、 「業

種業態や業務の特性による女性の職員の広げにくさ」（29.2％）の順となっている。 
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【図表 男女の賃金格差の主な要因（業種・従業員規模別）】 

  

  

業種 ・従業員規模別にみると、「育児等の事情による女性のキャリア中断 ・離職」との回答は、製造業 ・

100 人以上の企業 （48.0％）が最も高く、次いで非製造業 ・100 人未満の企業 （46.3％）、非製造業 ・100

人以上の企業（39.6％）、製造業・100 人未満の企業（37.7％）の順となっている。 

また、製造業 ・100 人以上の企業及び非製造業 ・100 人以上の企業では、「管理職登用における男女割

合の違い（女性の少なさ）」が、２番目に多くなっている。 

 

  

37.7

27.5

35.5

18.8

18.8

19.6

18.1

14.5

8.7

6.5

10.9

0% 20% 40% 60%

育児等の事情による

女性のキャリア中断・離職

男女間の家事・育児負担の違い

（家事・育児負担の女性への偏り）

業種業態や業務の特性による

女性の職員の広げにくさ

平均労働時間の男女間の違い

（時間外労働の可否等）

管理職登用における男女割合の違い

（女性の少なさ）

業務の難易度や量の男女間の違い

（管理職のジェンダーバイアス等）

雇用管理区分（コース、職種、職域等）

における男女割合の違い

新卒・経験者等の採用における

男女割合の違い（女性の少なさ）

生活関連手当（配偶者手当、住宅手当等）

の支給の有無

人事評価制度の基準・運用

（評価者バイアス等）

その他

製造業・100人未満(n=138)

48.0

40.0

36.0

24.0

40.0

12.0

20.0

16.0

20.0

12.0

8.0

0% 20% 40% 60%

育児等の事情による

女性のキャリア中断・離職

男女間の家事・育児負担の違い

（家事・育児負担の女性への偏り）

業種業態や業務の特性による

女性の職員の広げにくさ

平均労働時間の男女間の違い

（時間外労働の可否等）

管理職登用における男女割合の違い

（女性の少なさ）

業務の難易度や量の男女間の違い

（管理職のジェンダーバイアス等）

雇用管理区分（コース、職種、職域等）

における男女割合の違い

新卒・経験者等の採用における

男女割合の違い（女性の少なさ）

生活関連手当（配偶者手当、住宅手当等）

の支給の有無

人事評価制度の基準・運用

（評価者バイアス等）

その他

製造業・100人以上(n=25)

46.3

38.6

25.6

23.5

18.2

18.5

15.4

11.4

9.3

9.0

10.2

0% 20% 40% 60%

育児等の事情による

女性のキャリア中断・離職

男女間の家事・育児負担の違い

（家事・育児負担の女性への偏り）

業種業態や業務の特性による

女性の職員の広げにくさ

平均労働時間の男女間の違い

（時間外労働の可否等）

管理職登用における男女割合の違い

（女性の少なさ）

業務の難易度や量の男女間の違い

（管理職のジェンダーバイアス等）

雇用管理区分（コース、職種、職域等）

における男女割合の違い

新卒・経験者等の採用における

男女割合の違い（女性の少なさ）

生活関連手当（配偶者手当、住宅手当等）

の支給の有無

人事評価制度の基準・運用

（評価者バイアス等）

その他

非製造業・100人未満(n=324)

39.6

28.3

30.2

24.5

37.7

20.8

26.4

15.1

3.8

9.4

7.5

0% 20% 40% 60%

育児等の事情による

女性のキャリア中断・離職

男女間の家事・育児負担の違い

（家事・育児負担の女性への偏り）

業種業態や業務の特性による

女性の職員の広げにくさ

平均労働時間の男女間の違い

（時間外労働の可否等）

管理職登用における男女割合の違い

（女性の少なさ）

業務の難易度や量の男女間の違い

（管理職のジェンダーバイアス等）

雇用管理区分（コース、職種、職域等）

における男女割合の違い

新卒・経験者等の採用における

男女割合の違い（女性の少なさ）

生活関連手当（配偶者手当、住宅手当等）

の支給の有無

人事評価制度の基準・運用

（評価者バイアス等）

その他

非製造業・100人以上(n=53)
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問３０ 貴社では、男女の賃金格差の解消に向けて何らかの取組を行っていますか。 

 

 

 

 

 

 

男女の賃金格差の解消に向けての取組については、「取り組む予定はない」が 39.5％と最も高く、次

いで「今後取り組みたい」（32.8％）、「現在取り組んでいる」（27.7％）の順となっている。 

 

【図表 男女の賃金格差の解消に向けての取組（業種別）】 

 

業種別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は非製造業 （28.7％）が製造業 （25.6％）を 3.1ポ

イント上回っている。一方、「取り組む予定はない」との回答は製造業 （43.3％）が非製造業 （38.0％）

を 5.3 ポイント上回っている。 

  

現在取り組んでいる

25.6

28.7

今後取り組みたい

31.1

33.3

取り組む予定はない

43.3

38.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業(n=164)

非製造業(n=387)

現在取り組んでいる

27.7

今後取り組みたい

32.8

取り組む予定はない

39.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=549)
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【図表 男女の賃金格差の解消に向けての取組（従業員規模別）】

 
従業員規模別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は 100 人以上の企業 （38.0％）と４割程度と

なっている。 

一方、「取り組む予定はない」との回答は 30 人未満の企業（42.4％）、30 人以上 50 人未満の企業

（40.0％）、50 人以上 100 人未満の企業（42.4％）で４割程度となっている。 

 

【図表 男女の賃金格差の解消に向けての取組（業種・従業員規模別）】 

 

業種 ・従業員規模別にみると、「現在取り組んでいる」との回答は製造業 ・100 人以上の企業 （40.0％）

および非製造業 ・100 人以上の企業 （37.0％）で約 4 割と高くなっている。「今後取り組みたい」との回

答は、製造業 ・100 人未満の企業 （30.9％）、製造業 ・100 人以上の企業 （32.0％）、非製造業 ・100 人未

満の企業（32.4％）、非製造業・100 人以上の企業（38.9％）のいずれの区分でも３割台で並んでいる。 

  

現在取り組んでいる

24.5

27.5

30.3

38.0

今後取り組みたい

33.1

32.5

27.3

36.7

取り組む予定はない

42.4

40.0

42.4

25.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

30人未満(n=323)

30人以上50人未満(n=80)

50人以上100人未満(n=66)

100人以上(n=79)

現在取り組んでいる

23.0

40.0

27.3

37.0

今後取り組みたい

30.9

32.0

32.4

38.9

取り組む予定はない

46.0

28.0

40.2

24.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造業・100人未満(n=139)

製造業・100人以上(n=25)

非製造業・100人未満(n=333)

非製造業・100人以上(n=54)
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問３１ 問３０で、「１現在取り組んでいる」または 「２今後取り組みたい」を選んだ方にお尋ねします。

すでに取り組んでいるもしくは取り組む予定の項目についてあてはまるものを選んでください。

（○はいくつでも） 

 
 

今後取り組む予定の男女の賃金格差の解消に向けての取組については、「仕事と育児・介護との両立

支援に関する取組の強化」が 41.6％と最も高く、次いで 「長時間労働の防止 ・業務効率化 （年休取得促

進、ノー残業デーの設定、業務のデジタル化等）」（39.4％）、 「多様で柔軟な働き方の推進 （フレックス

タイム制度やテレワークの導入・拡充等）」（23.2％）の順となっている。 
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【図表 今後取り組む予定の男女の賃金格差の解消に向けての取組（業種・従業員規模別）】 

  

  

 

業種 ・従業員規模別にみると、「仕事と育児 ・介護との両立支援に関する取組の強化」との回答は、製

造業 ・100 人以上の企業 （72.2％）が最も高く、次いで製造業 ・100 人未満の企業 （45.9％）、非製造業 ・

100 人以上の企業（39.0％）、非製造業・100 人未満の企業（37.9％）の順となっている。 

また、「長時間労働の防止 ・業務効率化 （年休取得促進、ノー残業デーの設定、業務のデジタル化等）」

との回答は、製造業 ・100人以上の企業 （72.2％）が最も高く、次いで非製造業 ・100人以上の企業 （43.9％）、

非製造業・100 人未満の企業（37.4％）、製造業・100 人未満の企業（33.8％）の順となっている。 

  

45.9

33.8

23.0

18.9

23.0

5.4

9.5

17.6

8.1

1.4

5.4

0% 20% 40% 60% 80%

仕事と育児・介護との両立支援に関する取組の強化

長時間労働の防止・業務効率化（年休取得促進、

ノー残業デーの設定、業務のデジタル化等）

多様で柔軟な働き方の推進（フレックスタイム制度

やテレワークの導入・拡充等）

男性の育児休業等取得促進、

「共働き・共育て」の推進

人事評価制度の見直し（評価基準の明確化、育児休

業期間等に配慮した評価の実施等）

管理職に対するマネジメント研修（業務の効率的な

推進や人材育成手法等）の実施

雇用管理区分（コース、職種、職域等）の見直し

女性の少ない職域への積極的な配置

女性を対象にしたキャリア研修の実施

アンコンシャス・バイアスに関する啓発

（研修の実施等）

その他

製造業・100人未満(n=74)

72.2

72.2

38.9

61.1

22.2

38.9

33.3

22.2

16.7

11.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

仕事と育児・介護との両立支援に関する取組の強化

長時間労働の防止・業務効率化（年休取得促進、

ノー残業デーの設定、業務のデジタル化等）

多様で柔軟な働き方の推進（フレックスタイム制度

やテレワークの導入・拡充等）

男性の育児休業等取得促進、

「共働き・共育て」の推進

人事評価制度の見直し（評価基準の明確化、育児休

業期間等に配慮した評価の実施等）

管理職に対するマネジメント研修（業務の効率的な

推進や人材育成手法等）の実施

雇用管理区分（コース、職種、職域等）の見直し

女性の少ない職域への積極的な配置

女性を対象にしたキャリア研修の実施

アンコンシャス・バイアスに関する啓発

（研修の実施等）

その他

製造業・100人以上(n=18)

37.9

37.4

22.1

14.4

14.4

12.3

12.8

11.3

9.7

2.6

10.3

0% 20% 40% 60% 80%

仕事と育児・介護との両立支援に関する取組の強化

長時間労働の防止・業務効率化（年休取得促進、

ノー残業デーの設定、業務のデジタル化等）

多様で柔軟な働き方の推進（フレックスタイム制度

やテレワークの導入・拡充等）

男性の育児休業等取得促進、

「共働き・共育て」の推進

人事評価制度の見直し（評価基準の明確化、育児休

業期間等に配慮した評価の実施等）

管理職に対するマネジメント研修（業務の効率的な

推進や人材育成手法等）の実施

雇用管理区分（コース、職種、職域等）の見直し

女性の少ない職域への積極的な配置

女性を対象にしたキャリア研修の実施

アンコンシャス・バイアスに関する啓発

（研修の実施等）

その他

非製造業・100人未満(n=195)

39.0

43.9

22.0

31.7

31.7

26.8

14.6

9.8

14.6

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80%

仕事と育児・介護との両立支援に関する取組の強化

長時間労働の防止・業務効率化（年休取得促進、

ノー残業デーの設定、業務のデジタル化等）

多様で柔軟な働き方の推進（フレックスタイム制度

やテレワークの導入・拡充等）

男性の育児休業等取得促進、

「共働き・共育て」の推進

人事評価制度の見直し（評価基準の明確化、育児休

業期間等に配慮した評価の実施等）

管理職に対するマネジメント研修（業務の効率的な

推進や人材育成手法等）の実施

雇用管理区分（コース、職種、職域等）の見直し

女性の少ない職域への積極的な配置

女性を対象にしたキャリア研修の実施

アンコンシャス・バイアスに関する啓発

（研修の実施等）

その他

非製造業・100人以上(n=41)
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問３２ 問３０で、「３取り組む予定はない」を選んだ方にお尋ねします。取り組まない理由は何です

か。（○はいくつでも） 

 

【その他 主な理由】 

・すでに男女間の賃金格差は存在しないから 

・性別ではなく経験、職種、業務内容で賃金決定しているから 

・女性が多い、または女性が活躍しており課題認識がないから 

 

 

男女の賃金格差の解消に取り組まない理由については、「必要性を感じないから」が 33.5％と最も高

く、次いで「女性従業員がいないから」「資金面や人材面で取り組む余裕がないから」（ともに 9.3％）、

「具体的に何をすればよいかわからないから」（7.4％）の順となっている。 

  

33.5 

9.3 

9.3 

7.4 

6.5 

48.4 

0% 20% 40% 60% 80%

必要性を感じないから

女性従業員がいないから

資金面や人材面で取り組む余裕がないから

具体的に何をすればよいかわからないから

常用労働者300人以下の企業なので

公表については努力義務だから

その他

(n=215) 
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【図表 男女の賃金格差の解消に取り組まない理由（業種・従業員規模別）】 

  

  

業種 ・従業員規模別にみると、「必要性を感じないから」との回答は、製造業 ・100 人未満の企業 （39.1％）

が最も高く、次いで非製造業 ・100 人以上の企業 （38.5％）、製造業 ・100 人以上の企業 （33.3％）、非製

造業・100 人未満の企業（30.8％）の順となっている。 

また、「女性従業員がいないから」との回答は、製造業 ・100 人未満の企業で 17.2％、非製造業 ・100

人未満の企業で 6.8％となっている。 

39.1

17.2

14.1

6.3

3.1

32.8

0% 20% 40% 60% 80%

必要性を感じないから

女性従業員がいないから

資金面や人材面で取り組む余裕がないから

具体的に何をすればよいかわからないから

常用労働者300人以下の企業なので

公表については努力義務だから

その他

製造業・100人未満(n=64)

33.3

0.0

0.0

16.7

0.0

66.7

0% 20% 40% 60% 80%

必要性を感じないから

女性従業員がいないから

資金面や人材面で取り組む余裕がないから

具体的に何をすればよいかわからないから

常用労働者300人以下の企業なので

公表については努力義務だから

その他

製造業・100人以上(n=6)

30.8

6.8

6.8

7.5

9.0

54.1

0% 20% 40% 60% 80%

必要性を感じないから

女性従業員がいないから

資金面や人材面で取り組む余裕がないから

具体的に何をすればよいかわからないから

常用労働者300人以下の企業なので

公表については努力義務だから

その他

非製造業・100人未満(n=133)

38.5

0.0

15.4

7.7

0.0

53.8

0% 20% 40% 60% 80%

必要性を感じないから

女性従業員がいないから

資金面や人材面で取り組む余裕がないから

具体的に何をすればよいかわからないから

常用労働者300人以下の企業なので

公表については努力義務だから

その他

非製造業・100人以上(n=13)
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Ⅸ 企業調査結果からみた企業の取組状況と課題 

◆女性の雇用について 

回答企業の構成は、製造業（建設業含）が 29.7％、製造業以外が 71.1％となっており、従業員規模

別にみると、30 人未満の企業が約６割となっている。 

女性従業員の割合は、43.0％となっており、そのうち管理職を除く女性従業員の正社員割合は 35.2％

で非正社員の割合は 66.8％となっている。 

業種別にみると、女性従業員の割合は製造業が 46.7％で非製造業の 38.7％を 8 ポイント上回ってい

るが、女性従業員の正社員割合は、製造業が 25.0％で、非製造業が 40.7％を 15.7 ポイント下回り、非

正社員割合は製造業が 67.8％で、非製造業の 59.1％を 8.7 ポイント上回っている。 

女性従業員の採用意向については、女性従業員の割合が増加傾向と回答した企業の割合は35.4％で、

令和３年度調査時の 37.9％と比較するとわずかに減少しているが、今後の女性従業員の採用の意向に

ついては、「増やしたい」と回答した割合が 47.9％となっている。 

業種別にみると、「増やしたい」と回答した割合は、非製造業が 49.2％で製造業の 45.1％を 4.1 ポイ

ント上回っている。 

業種別の経年比較では、「増やしたい」と回答した割合は、非製造業においては、令和３年度は 45.4％

だったものが、令和７年度は 49.2％と 3.8 ポイント上回っており、製造業においては、令和３年度は

34.4％だったものが、令和７年度は 45.1％と 10.7 ポイント上回っている。 

従業員別の経年比較を見ても、「増やしたい」と回答した割合は、いずれの区分においても令和７年

度調査が令和３年度調査を上回っている。 

女性を雇用することで期待する成果については、「職場の雰囲気がよくなる」の 38.4％は令和３年度

調査の 47.0％を 8.6 ポイント下回った一方で、「優秀な人材を確保することができる」の 48.3％は令和

３年度調査では 50.3％と比較するとわずかな減少にとどまり、「生産性が向上する」は調査を重ねるご

とにポイントが上昇している。 

女性従業員の割合が増加傾向の企業においては、売上高、経常利益が増加傾向にあると回答した企業

の割合が多いという結果も出ており、女性従業員の雇用については、優秀な人材確保や生産性の向上な

どに寄与することを期待し、積極的に進めようとしている企業が増加しているものと考えられる。 

しかし、女性の正社員割合は 35.2％で、非正社員割合は 66.8％と高い状況にある。 女性は正社員

として勤務したくても、仕事と家庭の両立制度の整備不足や職場や家庭の環境などから正社員になるこ

とをあきらめている状況も考えられることから、業種、従業員規模にかかわらず、女性の雇用環境につ

いて、さらに改善していくことが必要である。 
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◆女性活躍推進について 

管理職の女性割合のうち課長相当職以上の割合は 15.6％で令和３年調査の 10.9％を上回ったが、業

種別でみると、製造業では 6.2％で、非製造業の 22.2％と大きな差が生じている。 

また、女性の管理職割合が増加傾向と回答した企業の割合は 15.5％で、令和３年度調査時の 18.7％

と比較するとわずかに減少しているが、今後の女性管理職の登用については 「重視している」と回答し

た企業は 21.1％で令和３年度調査の 17.3％を上回っている。 

業種別にみると 『重視している』（「重視している」と 「やや重視している」を合わせた割合）と回答

した割合が多いのは非製造業で、従業員規模別でみると規模が大きい区分の方が 『重視している』と回

答した割合が多い。 

女性管理職登用の妨げになっている要因は、「管理職になることを希望する女性従業員が少ない」、「必

要な知識や経験等を有する適任者が育成されていない」が上位となっており、過去の調査と同様の結果

だが、「勤務年数が短く、管理職になるまでに退職する」は、令和３年度調査の 21.2％が、令和７年度

調査では15.5％で5.7ポイントの減、「女性が就けるポストが限られている」は令和３年度調査の21.0％

が、令和７年度調査では 14.6％で 6.4 ポイントの減となっており、仕事と家庭の両立支援制度の創設

によって女性が働き続けることができる環境づくりや女性が就けるポストを増やすなどの対応が進ん

できていることがわかる。 

なお、女性の管理職登用やキャリア形成など女性活躍推進のために行政に求められる取組として割合

が高かったのは、「保育・介護に関するサービスの充実」であり、両立支援に欠かせない公的サービス

の充実は引き続き重要であることを改めて認識した。 

女性の管理職登用については、企業において様々な取り組みを行った結果、第５次さんかくプランで

設定した数値目標「市内企業における管理職（課長相当職以上）に占める女性の割合が２０２５（R7）

年に１５％」を達成した。 

しかし、女性の正社員採用及び管理職登用が進んでいない業種があることも事実であり、 

こういった企業に対し、女性の雇用及び管理職登用を積極的に取り組んでいただけるようさまざまな

情報を提供していく必要がある。 
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◆ワーク・ライフ・バランスについて 

仕事と家庭 （出産 ・育児 ・介護）との両立支援制度の導入状況については、「現在取り組んでいる」と

回答した割合が 65.9％であり、令和３年度調査の 52.1％を大きく上回っており、調査のたびごとに割

合が上昇している。 

制度の導入状況をみると、導入された割合が高いのは、「育児休業制度」、「育児や介護のための短時

間勤務制度」、「介護休業制度」、「子の看護休暇制度」、「所定外労働 （残業）の免除」、「時間単位での有

給休暇」、「始業 ・終業時刻の繰上げ・繰下げ」などであった。これらの導入状況が高い制度のうち 「介

護休業制度」を除いたすべての制度で利用実績も高いという結果となった。 

一方で、導入している割合は低いが、利用実績が高い制度は 「フレックスタイム制度」、「事業所内託

児施設の運営」、「育児に要する経費の援助」、「在宅勤務制度」となっている。 

また、ワーク・ライフ・バランスの実現のために企業が行う必要がある取組については、「時間外労

働を削減」と答えた割合が最も高く、次に 「ワーク・ライフ・バランスに関する制度が利用しやすい職

場環境を作る」が続いているが、実際に時間外勤務削減に 「取り組んでいる」と回答した企業の割合は

73.6％で令和３年度調査時の 81.5％から 7.9 ポイント下がっている。 

時間外勤務削減に「取り組んでいない」と回答した企業にその理由を尋ねたところ、「人手不足」と

答えた割合が最も高く50.7％となっており、令和３年度調査時の42.6％を8.1ポイント上回っている。 

人手不足が進めば、時間外勤務の削減は困難になり、ワーク・ライフ・バランスに関する制度を利用

したくても職場の雰囲気などから遠慮せざるを得なくなるということも生じかねない。 

仕事と家庭の両立が難しい職場では、特に女性は仕事と家庭のどちらかを犠牲にしなくてはと感じ離

職したり、就職を躊躇する場合も考えられるため、人材の確保がより困難になるケースが出てくるので

はないかと考えられる。 

◆育児休業の取得について 

女性の育児休業の取得状況はほぼ変わっていないが、男性の育児休業の取得状況に大きな変化がみら

れた。 

令和３年度調査時の男性の育児休業制度を利用した割合は 14.2％だったが、令和７年度調査では

62.6％と大幅に伸びている。 

また、男性の育児休業の利用期間をみると、令和３年度調査時は 「１か月未満」が約 85％だったもの

が、令和７年度調査では 「１か月未満」が約 56％と約 30 ポイント下がり、１か月以上の育児休業を取

った割合が上回っている。 

令和４年の 「育児 ・介護休業法」改正に伴い、企業も男性が育児休業を取得しやすい環境づくりを行

った結果が明確に表れたものと考える。 
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◆女性特有の健康課題について 

女性の健康課題への取組については、「現在取り組んでいる」が 33.9％、「今後取り組みたい」が 41.7％

となっている。 

業種別にみると、「現在取り組んでいる」と回答した割合が高いのは非製造業で、「今後取り組みたい」

と回答した割合が高いのは製造業であった。 

女性が企業や組織で働き続けるために必要なことについては、「婦人科健診・検診への金銭援助」と

答えた割合が最も高く、次に「婦人科健診・検診の受診に対する休暇付与等」が続いている。 

また、「取り組む予定がない」と回答した理由については、「女性従業員から要望がない」が 51.5％で

最も多く、「現在の福利厚生制度で十分対応できている」の 32.8％、「女性に限定した制度を導入すると

不公平」が 15.7％と続き、「取り組む必要性は認識しているが何をしていいかわからない」も 11.2％あ

った。 

企業における女性の健康課題に対する関心が高まってきている一方で、「何をしていいかわからない」

と回答した企業もあることから、女性特有の健康課題の取組の必要性やメリット、またどういう取り組

みができるのかといった情報の周知を行う必要がある。 

また、「女性従業員から要望がない」が半数を占めているが、「（男性の上司や経営者には）要望しづ

らい」、「自分が我慢すればよい」、「言ってもどうせ無駄」などと女性従業員が考えているケースもある

と考えられる。 

◆男女の賃金格差について 

男女の賃金格差への取組については、「現在取り組んでいる」が 27.7％、「今後取り組みたい」が 32.8％

となっている。 

業種別にみると、「現在取り組んでいる」、「今後取り組みたい」ともに、非製造業が高い割合の回答

となっている。 

男女の賃金格差の主な要因としては、「育児等の事情による女性のキャリア中断・離職」と回答した

割合が最も多く、「男女間の家事・育児負担の違い」、「業種形態や業務の特性による女性の職員の広げ

にくさ」が続いている。 

賃金格差を解消するため 「取り組んでいる」または 「取り組みたい」取組としては、「仕事と育児 ・介

護との両立支援に関する取組の強化」と「長時間労働の防止・業務効率化」がそれぞれ約４割と高く、

主な要因として挙げられている項目に対応する取組を行っていることがわかる。 

また、取り組まない理由として、「必要性を感じないから」が 33.5％、「その他」が 48.4％となって

おり、「その他」の具体的回答としては「すでに男女間の賃金格差は存在しないから」、「性別ではなく

経験 ・職種 ・業務内容で賃金決定しているから」、「女性が多い・または女性が活躍しており課題認識が

ないから」などがあった。 

男女の賃金格差は、結婚や育児などにより仕事を辞めたり、キャリアを中断したりするのは主に女性

であることが主な要因であると考えられ、女性の非正規雇用が多いことも要因の一つである。 

仕事と家庭の両立支援や男性が積極的に家事や育児 ・介護へ参加できる環境整備、性別役割分担意識

の解消などの取組を進めなければ、男女の賃金格差の解消は進まないと考えられる。 

より働きやすい職場づくりのため、企業における先進事例や行政の取組、支援策等の発信等を行い、

性別等にかかわらず自分らしい生き方ができる社会の実現を目指していく必要がある。 

 


